
 -1-

国土交通省独立行政法人評価委員会 

第１３回自動車検査分科会 

平成２３年８月１日（月） 

 

 

【平井整備課長補佐】  それでは、大変お待たせをいたしました。○○委員ちょっと今

到着が遅れておりますが、定刻になりましたので、一端開始をさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、国土交通省独立行政法人評価委員会第１３回になりますが、自動車検査の分

科会、ただいまより開催をさせていただきます。 

 本日は、委員の皆様方、ご多忙中、また、この夏の暑い中、お集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。○○委員は現在ちょっと到着が遅れておりますが、分科会委

員、臨時委員を合わせて６名中全員皆様方のご出席となっております。議事を行うのに必

要な定足数を満たしていることをご報告いたします。 

 それから、委員の交代が２名ほどございました。石津委員、岩貞委員のご退任に伴いま

して、新しくご就任いただきました委員をご紹介させていただきます。 

 石津委員の後任として友永委員にご就任いただきました。 

【友永委員】  友永でございます。よろしくお願いいたします。 

【平井整備課長補佐】  それから、岩貞るみ子さんのご後任として、川端由美さん、川

端委員にご就任をいただいております。 

 それから、○○委員におかれましては、所用により、途中でご退席をされる予定と聞い

ておりますことをご紹介申し上げます。 

 誠に申しおくれましたが、私は、今回の事務局を務めさせていただきます自動車局整備

課、検査法人の担当が技術企画課から整備課のほうに変わりました、私ども整備課の、私、

平井と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、お手元にたくさんの資料が用意してございますが、まず資料の確認をさせて

いただきます。大きなクリップでとめてございますのが、本日の資料でございます。一番

表に議事次第と書いてございますが、それぞれ財務諸表に関する意見について、それから、

２２年度、今回は第２期中期が終わった次年度でございますので、あわせ持って、第２期

中期目標期間の業務実績、それぞれのご評価について、それから、その他という４つの議
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題になっております。 

 配付資料といたしましては、それぞれ資料、またはクリップ・ホチキスどめの、右の肩

に資料ナンバーが、資料の１３－１から始まりまして、１３－８までございます。それに

引き続いて参考資料が１３－１から１３－６までというのが一番大きなクリップでとめて

ございます。もし途中でお気づきの点がございましたら、事務局のほうまでお申しつけく

ださいませ。それから、補足資料といたしまして、こういう１枚紙がございます。ＯＢＤ

の関係のポンチ絵になってございます。それから、座席表と。それから、各委員の皆様方

におかれましては、それぞれ、後ほどご採点をいただく採点シートを、各人の分を一番下

に配付させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。足りない資料があり

ましたら、どうぞ事務局のほうにお申しつけくださいませ。 

 本日の分科会は、議題１の２２年度の財務諸表に関する意見を除いては、基本非公開と

いうことになってございます。傍聴の皆様方におかれましては、議題２が始まる前にご案

内をさせていただきますので、ご退席のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 また、議事内容の取り扱いにつきましては、議事録（案）を事務局で作成しまして、委

員の皆様のご了承を得ました後、省のホームページのほうに公表するという手順で進めた

いと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 なお、会議開始後、事前に頭撮り等させていただいておりましたが、開始後の撮影、録

画、録音等は禁止となってございますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、議事に入る前に、事務局を代表し、当課の島よりごあいさつを申し上げます。 

【島整備課長】  ただいまご紹介がありました国土交通省の自動車局の整備課長・島で

ございます。私ども７月に組織改正をしまして、自動車交通局から自動車局に変わりまし

た。この際、私ども整備課というところは、これまで自動車の定期点検整備ですとか、整

備工場の関係の業務を行ってきたわけでございますが、それに加えまして、７月以前は技

術企画課というところで自動車検査実務関係の業務を行ってきたわけでございますが、こ

れをあわせて７月から整備課で行うということになりました。その関係もございまして、

自動車検査独立行政法人の関係を担当させていただくことになりましたので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 本日は、本当お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。本日は、その

自動車検査独立行政法人の第２期中期計画の件、それと、２２年度の件を、各委員の皆様

におかれましては、審議いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【平井整備課長補佐】  ありがとうございました。 

 続きまして、検査法人の竹内理事長よりごあいさつを賜ります。よろしくお願いします。 

【竹内理事長】  検査法人の理事長の竹内でございます。本日は、お忙しい中、また、

かつ暑い中、本当にありがとうございます。 

 ちょうど今年の２月に、第３期中期計画についてもご審議をいただきました。ありがと

うございます。ご指摘いただいた内容を一部修正の上、現在、予定どおり４月から実施し

ております。 

 本日は、平成２２年度と、第２期の中期計画についての業務実績の評価をお願いしてお

りますので、ぜひよろしくご審議のほどお願いいたします。 

 平成１９年度～２２年度までが、ちょうど第２期の中期計画の４年間でありますけれど

も、いろんなことがありました。例えば我々、当法人の非公務員化だとか、自己収入化、

いろんなことが経営的には図られて、大きく変わりました。しかし、私どもの運営の理念、

基本の理念は、変えておりません。すなわち、厳正かつ公正な審査をすると、この基本理

念は変えずに、そのことを念頭に置きながら適正な業務運営管理を行ってきたというとこ

ろでございます。 

 中期計画の具体的な詳細については、各担当から説明をさせていただきますけれども、

私のほうからは、アウトラインという形で簡単に説明をさせていただきます。 

 まず不当要求についてであります。これは公正な審査というものに非常に大きくリンク

しておるものでありますけれども、依然として年間３００件程度が発生するという厳しい

状況には変わりはありません。しかしながら、「依然として」というふうに言いましたけれ

ども、我々の法人の中期の４年間で見れば半分ぐらい減っているというふうなことではあ

ります。これについても、後で詳細に説明をさせていただきたいと思います。 

 それから、第２期中期計画の目玉、最重要課題の検査の高度化ですね。この高度化につ

いては２つありまして、一つ目の３次元的に寸法を自動的に測るとともに、画像を取得し

て、その画像をデータベースとして保存する、こういう機能と、もう一つは、検査のデー

タを電子的にデジタル化して保存しようと、２つあるわけですけれど、前者のほうの３次

元画像取得装置の運用については、全国で今展開をしております。現実に、まだ数件であ

りますけれども、不正の事案を発見するなど、成果を上げております。 

 また、２番目の、検査の結果を電子的に記録・保存する自動車審査高度化施設につきま

しては、昨年度末までに全国に配備を完了いたしました。順次、運用を開始しているとい



 -4-

う次第であります。このほか、検査場の安全のこととか、街頭検査など、中期計画目標に

従って各種取り組みを進めております。その中で中期目標を達成することができておりま

す。 

 さらに、検査における車両の不具合の指摘による国土交通省の自動車施策への貢献、例

えばリコール対策に繋がるような貢献が、こういう取ったデータなんかからできないかと

いうことについても、鋭意今進めている最中でございます。 

 一方、今年の３月１１日に、例の東日本大震災がありました。当法人についても、被災

をしております。４つの事務所で被災しております。仙台、茨城、土浦、いわきでありま

すけれども、４つのうち３つについては、もう５日後には実際の検査の運用が開始できた

ところであります。仙台が一番ちょっと大きかったんですけれども、仙台についても、１

２日後に、そういう検査が再開できております。このことによって、国民の方々に確実に

検査を実施できるような環境を早期に実現できたかなというふうに思っています。 

 それから、業務運営については、要員再配置計画に従って要員の削減を行う、また、一

般管理費だとか、業務経費の削減とともに、随意契約から一般競争入札への移行などを通

じて、目標以上の成果を、あるいは効率化を図ることができております。 

 以上が、第２期中期計画のアウトラインでありますけれども、本日ぜひご審議をいただ

いて、ご指摘いただいたことについては、今後の業務運営に反映し、さらなる業務の運営

の効率化の向上を図っていきたいというふうに思いますので、忌憚のないご意見をいただ

ければ幸いかというふうに思います。よろしくお願いをいたします。 

【平井整備課長補佐】  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。この後の議事の進行につきまして

は、大聖分科会長にお願い申し上げます。 

 それでは、大聖先生、よろしくお願い申し上げます。 

【大聖分科会長】  それでは、皆様、お忙しいところ、また、お暑い中、お集まりいた

だきまして、ありがとうございます。○○委員がちょっと遅れてといいますか、間に合い

ましたので、よろしくお願いいたします。ちょっと一言。 

【委員】  大変遅れてしまって申しわけございません。実は霞ヶ関ふなれなもので、別

のビルに一回行ってしまって、受付を済ませた段階で違うビルというのがわかりまして、

申しわけございませんでした。本当に初めてのことなので、皆さんに教えていただくこと

が多いんですけれども、自動車のライターをしておりまして、環境問題のほうも書いてお
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ります。そういった部分で、よく大聖先生とは講演などでご一緒させていただいて、今回

ちょっと、それでもとうの立った新人なんですが、新人としてのフレッシュな意見をとい

うことで参加させていただきます。よろしくお願いいたします。 

【大聖分科会長】  はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、早速始めたいと思いますけれども、今回の委員会におきましては、２２年度

の評価と、それから過去４年間の中期目標の評価とあわせて行いますので、ひとつよろし

くお願いいたします。 

 それでは、早速ではありますけれども、本日の審議事項に入らせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。審議事項について、事務局のほうからご説明をお

願いいたします。 

【平井整備課長補佐】  それでは、ご説明いたします。お手元の大きな資料の１枚目の

議事次第にございますとおり、１）としましては、２２年度の財務諸表に関する意見につ

いて、２）が２２年度の業務実績に関する評価、３）としまして、１９年度～２２年度ま

での４年間でございますが、第２期中期期間の業務実績に関する評価、最後に、その他と

いうことになっております。 

 本日は、中期と年度と２つということでボリュウムもたくさんございます関係で、途中

適宜休憩時間等も挟みながら、できるだけスムーズに進めさせていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

【大聖分科会長】   

 それでは、１番目の議題の平成２２年度財務諸表について審議を進めたいと思います。

検査法人のほうから財務諸表のご説明をお願いいたします。 

【二井田総務部長】  それでは、資料１３－１に基づきまして、平成２２年度の財務諸

表についてご説明させていただきます。 

 まず１ページでございますけれども、貸借対照表をごらんいただきたいと思います。平

成２３年３月３１日現在の貸借対照表でございます。 

 上段の資産の部の一番下に資産合計が出ておりまして、３２１億６,０００万円あまりと

いう数字になっております。前年度に比べまして、２５億円ほど減少いたしております。

これは独立行政法人会計基準の改訂によりまして、老朽化した検査場等の資産を除去する

場合の原状回復費、これをあらかじめ計上する資産除去債務を新たに計上する一方、償却

資産の残存価額を取得価額の１０％から備忘価額へと変更したことに伴いまして、有形固



 -6-

定資産の減価償却累計額が多く増加したためでございます。 

 下の負債の部でございますけれども、Ⅰの流動負債とⅡの固定負債の中に資産除去債務

として合わせて２２億円ほどを計上しております。 

その下の純資産の部でございますけれども、Ⅱの資本剰余金の一番上に資本剰余金がご

ざいます。これが国の施設整備補助金で整備した審査場の建て替え、あるいは高度化施設、

マルチテスターの財源となった部分でございます。 

２ページをごらんいただきたいと思います。損益計算書でございますけれども、経常費

用の合計、中ほどよりもやや下の右の欄にございますけれども、９４億６,８００万円で、

前年度に比べまして１億２,６００万円ほど増加しております。これは人件費が減少したほ

か、業務経費、一般管理費につきまして、年度計画以上の削減を行ったところでございま

すけれども、減価償却費が増加したことなどによりまして、増加したものでございます。 

 一方、経常収益でございますけれども、１０４億８,２００万円余りで、前年度に比べ３

００万円ほど減少しております。これは第２期中期計画の最終年度で運営費交付金債務を

収益化しました運営費交付金収益が１億９,８００万円と、前年度に比べ１億４,０００万

円ほど増加する一方、自己収入であります審査手数料収益が９２億７,４００万円と、前年

度に比べ６,６００万円ほど減少しています。これらによりまして、経常収益はやや減少し

てございます。 

 そのほか、臨時損失として、臨時償却費を１０億３,１００万円ほど計上しております。

これは残存価額の廃止に伴いまして、過去の未償却分を計上したものでございますが、こ

れに対して、臨時利益として、運営費交付金等国からの無償譲与で取得しました資産の臨

時償却費相当額を資産見返債務戻入という形で１０億２,９００万円ほど計上しておりま

す。このため、損益に与える影響は軽微なものとなっております。 

 これら経常費用、経常収益、臨時損益の差し引きの結果、当期総利益として１０億１,

１００万円ほど計上しております。この当期総利益につきましては、積立金という形で処

理させていただきたいというふうに思っております。 

 ３ページをごらんいただければと思います。キャッシュ・フロー計算書でございます。

業務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、Ⅰの一番最後にございますけれども、

差し引き２２億６,４００万円のプラスになっております。審査手数料収入で必要な経費を

賄っているという形になってございます。一方、投資活動によるキャッシュ・フローにつ

きましては、有形固定資産の取得による支出等により差し引き２６億３,５００万円のマイ
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ナスという形になっております。そのほか、財務活動によるキャッシュ・フローにつきま

しては、パソコンでありますとか、サーバーといったリースで調達しているものがござい

ますので、これについても若干のマイナスが出ております。 

トータルでは、Ⅳのところにありますように、２２年度の資金増加額は約４億円の減少

という形になっております。 

４ページをごらんいただければと思います。利益の処分に関する案でございます。先ほ

ど申しましたように、当期の未処分利益１０億１,１００万円余りにつきましては、積立金

という形で処理させていただきたいというふうに思っております。 

５ページでございます。行政サービス実施コスト計算書でございます。業務に係る直接

の経費以外に、損益に出てこないような形の費用も全部見込みまして、私どもの法人とし

てトータルで幾らコストがかかっているかという計算書でございます。 

Ⅰの業務費用につきましては、差し引き１２億円ほど、Ⅱにございます補助金で調達し

た施設等に係る損益外で計上しております減価償却等相当額が約６０億円、Ⅲの損益外の

利息費用相当額が約３億９,０００万円、そのほか国有財産を無償使用している部分の機会

費用が約２９億円ありまして、トータルで私どもの法人の行政サービス実施コストは、１

０４億３,３００万円余りということになっております。 

６ページ以降は、注記事項でございますので、説明は省略させていただきます。 

１０ページからは、附属明細書を添付させていただいておりますけれども、これにつき

ましても、説明は省略させていただきたいと思います。 

２２ページをごらんいただきますと、決算報告書でございまして、私どもの予算の執行

状況を示したものでございます。 

２３ページからは、事業報告書を添付してございます。法人の組織等につきましては、

昨年と大きな変更はございません。その他主なものでは、２５ページをごらんいただけれ

ばと思いますけれども、（５）の常勤職員の状況ということで、常勤職員は、平成２２年度

末で８３２名、平均年齢は３８歳というふうになってございます。このうち国と軽自動車

検査協会からの出向者を含めまして、８３１名が出向者、プロパーが１名という状況でご

ざいます。 

その下からは、先ほどご説明いたしました財務諸表の概況等について記載をしておりま

す。２９ページには、主要な財務データの経年比較、下のほうには行政サービス実施コス

トの経年比較等を記載しております。３０ページの上には、施設等投資の状況ということ
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で、２２年度中に完成した主な施設を記載しております。また、②にございますように、

近畿検査部の審査上屋の建て替えにつきましては、今年度末に完成を予定しているところ

でございます。その下には、予算・決算の概況を記載しております。 

その後ろになります、最後になりますけれども、３３ページには、監事の意見書、３４

ページには会計監査人の監査報告書を添付してございますけれども、ただいま簡単にご説

明させていただきました財務諸表等につきましては、適正に処理されているというご意見

をいただいているところでございます。 

以上、簡単でございますけれども、平成２２年度の財務諸表の説明とさせていただきま

す。 

【大聖分科会長】  はい、ご説明ありがとうございました。 

 本日は、検査法人の監事にもご出席いただいておりますけれども、検査法人の財務諸表

の説明について、何かご意見等ございますでしょうか。 

【本澤監事】  監事の本澤でございます。ただいまのご説明がありました財務諸表につ

きましては、監事意見書が添付されておりますが、そのとおり、私ども２人監事おります

が、理事会等その重要な会議に出席しております。それから、重要な決裁書類のチェック、

あるいは本部や各地方事務所の財産状況のチェック等による監査の結果、適正に表示され

ているものと認められました。以上でございます。 

【大聖分科会長】  はい、ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの財務諸表についての説明に関して、ご意見、ご質問があればお伺

いいたします。いかがでしょうか。はい、友永委員。 

【友永委員】  友永です。公認会計士をしておりますので、こういった財務諸表の部分

についてよく見るようにということだろうと思いまして、一応全部拝見をいたしました。

特にその意見を述べるということではないんですが、固定資産を国有財産の上に持ってい

らっしゃるということで、今回導入されました資産除去債務ですとか、それから、残存価

額１０％から備忘価額へといったところは、法人のあり方からして、適正な方法への、ま、

これは法律上そうすることになっているのでなさったんだと思いますけれども、法人の性

格からしても、適切な処理だろうと思います。これで、そういった設備というのは、全部

損益外の固定資産としてお持ちになっているので、８ページ目のところの重要な会計方針

の変更のところに、損益に与える影響はございませんとお書きになっているのは、すべて

そちらのほうということですね。 
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【二井田総務部長】  ええ、そういうことです。 

【友永委員】  はい。それと、固定資産としては、附属明細書のうちの固定資産の明細

を見ますと、償却費損益内のところでも結構機械装置なんかを１３５億ほどお持ちなんで

すが、こういったものは、どういったものかというところをちょっと教えていただければ

と。１０ページに附属明細書がついておりまして、有形固定資産の償却損益内という区分、

ここのところの償却費は損益に入っているんだろうと思うんですけれども、固定資産、機

械装置の期末残高、これは償却後でいけば６１億ぐらいですけれども、ここはどんなもの

が入っているんでしょうか。単なる質問なんですが。 

【大聖分科会長】  機械装置が何なのかと。 

【友永委員】  ええ、中身ですね。 

【大聖分科会長】  これは車両の検査に係る。 

【竹内理事長】  最初の質問にほとんど損益外というお話がありましたけれども、大半

はそうです。しかし、厳密に言いますと、自己収入化を図っていまして、自分の収入で設

備投資をすることが起きています。それについては、企業会計どおり償却費を立てて、損

益の中で処理をしております。また、検査のメーンのブレーキだとか、スピードとか、そ

ういうものを測る装置があるんですが、それは国からお金をいただいて、償却費は損益外

で処理をしていると。それが、大半でございます。 

  

【友永委員】  はい、よくわかりました。ありがとうございました。 

【大聖分科会長】  はい。ほかにご意見なり、ご質問はございませんか。はい。それで

はよろしいでしょうか。内容を了解できたということでございましたら、財務諸表につい

ては、分科会として特段意見なしという形で処理をさせていただきたいと思いますがよろ

しゅうございましょうか 

（「異議なし」の声あり） 

【大聖分科会長】  はい。ありがとうございます。それでは、特にご意見もないという

ことでありますので、法人に対するコメントという整理をさせていただきたいと思ってお

りますので、意見なしということで進めさせていただきたいと思います。 

【平井整備課長補佐】  はい、どうもありがとうございます。それでは、議題１の財務

諸表につきましては、意見なしということでとりまとめさせていただきます。 

 ここで、傍聴者の方におかれましては、退室ということですが、もう既に退室なさって
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おります。冒頭にご紹介いたしましたが、○○委員におかれましては、ちょうどこの区切

りのときで、途中でちょっと中座をなされますので、ご紹介をさせていただきます。どう

も先生、ありがとうございました。 

【委員】  ありがとうございました。 

【大聖分科会長】  はい、どうもありがとうございました。 

【平井整備課長補佐】  それでは、引き続きまして、議題２と議題３でございますが、

よろしくお願いします。 

 それでは、大聖先生、お願いします。 

【大聖分科会長】  それでは、２番目の議題であります平成２２年度業務実績に関する

評価というところに入ります。 

 なお、本日の分科会では、議題の２の平成２２年度の業務実績評価に引き続き、議題３

として平成２２年度を含む第２期中期目標期間全体の実績評価がございますので、議事の

進行の都合上、議題の２と３のそれぞれ、実績評価について同時進行的に一括して審議を

させていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。よろしゅうございましょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

【大聖分科会長】  はい。それでは、ありがとうございます、そのように進めるという

ことで、事務局のほうから評価の進め方についてご説明をお願いします。 

【平井整備課長補佐】  それでは、若干お時間をいただきまして、ご説明させていただ

きます。基本的には業務実績の評価につきましては、今回も昨年度同様、まず検査法人が

申し述べられました自己評価をベースにご審議いただくことになります。あわせて、今回

の自己評価も含めたパブリックコメントを７月７日から２０日まで募集をいたしましたが、

特段の意見は提出されていないということをご報告申し上げます。 

 それでは、評価方法につきまして、簡単にご説明申し上げます。参考資料の１３－２及

び１３－３にも書いてございますが、基本的には昨年度までは１点～５点までの点数制度

でございましたが、これを、５に相当するものがＳＳ、４に相当するものがＳ、下がって

Ａ、Ｂ、Ｃという、記号による５段階評価方式に変更してございます。全体評価につきま

しても、個別評価の集計点等の算出はせず、項別項目の評価などを踏まえまして、Ｃから

一番上ＳＳまでの５段階的な、総合的な評価をいただくということになっております。そ

れぞれの評価基準につきましては、先ほど申し上げました参考資料の１３－２及び１３－
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３に具体的に書いてございます。簡単にご説明いたしますと、中期目標は年度計画に従っ

て順調に業務を実施し、成果を上げている場合には、着実に実績を上げている場合として

はＡの評価とし、それを超えて目覚ましく業務を実施している場合に、すぐれた実績を上

げる場合としてはＳをということになってございます。したがいまして、Ｓ評価の場合に

は、単に目標の達成のみならず、それ以上に積極的な評価をすべき付加的な実績内容が必

要ということをご承知おきいただければと思います。 

 さらに、中期目標は、年度計画において想定した範囲を量的かつ質的にはるかに超えて、

事前には実現することがきわめて困難と考えられたような実績を上げて、事後的に見ても

これは異例な実績として特筆すべきすぐれた内容だというような場合には、例外的にＳＳ

という評価もあり得ることを妨げないものとされております。 

 なお、独立行政法人に係ります閣議決定や、総務省政独委年度評価の意見、関心事項な

どにつきましても、業務実績評価調書の別紙として、当分科会から国交省独法評価委員会

に提出する予定となっております。 

 本日の審議の進め方ですが、初めに、検査法人より２２年度と第２期中期のそれぞれの

自己評価並びに独立行政法人に係る規制方針に対する取り組み条項などを説明いただき、

その後、委員の皆様方に評価をしていただきたいと考えております。当然評価の審議の際

には、検査法人のほうにはご退室をいただき、我々事務局と先生方のみでご審議をいただ

くことにしております。 

 簡単に、繰り返しになりますが、審議の進め方ですが、同時進行形で２２年度評価と中

期評価を進めてまいりますが、まずは検査法人さんから説明、適宜質問等をしていただき

ます。各委員の皆様方には、採点シートを既にお配りしております。 

 なお、退席をなされました○○委員におかれましても、事前にコメント及びそれぞれの

項目の採点をしていただいておりますので、すべてそれも含めてご評定をいただきたいと

思います。その後、採点シートを事務局のほうで回収・集計させていただきまして、この

場で委員の皆様方でご評定、審議をいただき、その後評価を取りまとめました後、再度検

査法人さんにはこの部屋に入室していただいて評価結果の報告と、こういう流れで進めて

いきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【大聖分科会長】  はい、ありがとうございました。 

 それでは、議題の２及び議題の３の２つの評価につきまして、事務局のほうから逐次説

明のほうをお願いしたいと思います。それでよろしゅうございましょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

【大聖分科会長】  はい。それじゃ、よろしければ、検査法人のほうから自己評価を説

明していただきたいと思います。よろしくどうぞ。 

【戸澤理事】  それでは、当法人のほうから、自己評価ということで、資料は１３－３

のほうで説明させていただきたいと思います。ただ、ちょっと項目が非常に多岐にわたっ

て、全体像がなかなかつかみづらいかと思いますので、先立ちまして、概要ということで

資料の１３－２、Ａ３の見開きのほうでございますが、これでアウトラインをつかんでい

ただきまして、その後、個別詳細な自己評価を、資料１３－３に基づきまして、説明させ

ていただきたいと思います。私のほうから、その概要、この１３－２について説明させて

いただきたいと思います。 

 まず構成でございますが、サービスその他業務の質の向上ということで、４つほど項目

がございます。１番目は、厳正かつ公正・中立な審査業務の実施の徹底。２番目は、下の

ほうに行きまして、検査情報の電子化等による検査の高度化。３番目は、右手に行きまし

て、受検者等の安全性・利便性の向上となります。 

次のページめくっていただきまして、２ページ目でございますが、（４）でございます、

自動車社会の秩序維持というのが、これが業務の関係でございます。業務の質の向上に関

するものが以上でございます。次に、右手のほうに移りまして、業務運営の効率化という

ことで、組織運営、業務運営、その他と、こんな全体的な構成になってございます。 

前のページに戻っていただきまして、まずサービスその他業務の質の向上の（１）厳正

かつ公正・中立な審査業務の実施の徹底ということでございます。ここにおきましては、

不当要求への対応ですとか、審査方法の適切な見直し、あるいは職員の資質の向上、そし

てまた、業務が適正に行われているかどうかという、その監査体制の充実、こういったと

ころがポイントになります。 

まず不当要求の関係でございます。もうこれ何回も繰り返しになっておりますけれども、

不合格車両、基準に不適合のそういった車両に対しまして、合格を強要するというような、

そういう不当要求というのが、残念ながらまだ続いてございます。ただ、２２年度につき

ましては、ここに書いてございますように、対前年で１６％減少ということで、２９２件

ということで、これは過去最少の数字となってございます。これも、右のほうに中期計画

全体の状況を書いてございますが、不当要求の関係では、組織的な対応ですとか、防犯関

係の設備の充実、あるいは警察との連携等の取り組みを行ってきまして、期末というのは
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２２年度ですね、その要求件数というのは、先ほど言いましたように２９２件、期初の１

９年度と比較しまして５６％減ということで、半減できたということでございます。 

次に、審査事務規程の関係ということでございますが、これは審査方法の適切な見直し

ということでございます。特に２２年度におきましては、最近特に増えております電気自

動車に関わります審査方法についての規程を新たにしております。また、改造自動車につ

きまして、審査の厳格化を図るということで、二重チェックの採用などの審査方法の見直

しを行っております。このように、適時・適切に審査事務の規程を改正しております。 

次に、職員の資質向上についてでございます。一つは研修関係でございますが、２２年

度におきましては、先ほど言いましたような電気自動車ですとか、先進安全自動車、こう

いったような研修内容を充実しております。 

また、職員の意欲向上につきましては、これまでも多様な業績を表彰できるような措置

というのを、平成２０年度に拡充しております。また、業務改善運動ですね、各職場にお

きます業務改善運動を奨励する、支援するというようなことで、これについても２１年度

から新たに取り組みをしたというような、そういう職員の資質向上に努めているところで

ございます。 

次に、内部監査の充実についてでございますが、理事長巡視ですとか、本部から現場の

事務所に対しまして、調査指導というのを適宜実施しております。また、２２年度は新た

にＷＥＢシステムを用いましたテレビ会議というのを導入いたしまして、現場の職員との

意見交換を実施するという新しい取り組みを開始したところでございます。 

次に、検査の高度化についてでございます。検査の高度化というのは２点ございまして、

右側のページの下のほうにちょっとポンチ絵が書いてございますので、ちょっとごらんい

ただきながら説明させていただきたいと思いますけれども、一つは、３次元測定・画像取

得装置というものでございます。これはもともと、大体五、六年前でしょうか、新規検査

などを行ったトラックとかバス、特殊車両、こういった車両に対して、検査をした後に不

正に架装する、例えば燃料タンクをつけるとか、ちょっとしたクレーンを車体につけると

か、そういう不正な２次架装と言っておるんですけれども、こういったものが大量に発覚

しまして、非常に社会的な問題になったわけでございます。それを契機としまして、この

装置を入れようということになったわけでございます。新規検査ですとか、構造等変更検

査、こういった際に車両の画像を取得しておきます。その画像を取得して、これはデータ

ベースになっているわけでございますが、これを後々の継続検査ですとか、街頭検査、こ



 -14-

ういったときに照合して、不正な架装というのが行われていないかどうかと、こういうも

のを確認しているという装置でございます。これにつきましては、１９年度から２１年度

の３カ年にかけまして、全国に配備がされたところでございまして、既に全国で運用がス

タートしているということでございます。取得した車両の画像を活用しまして、これまで

のところ、まだ件数は少ないですけれども、２件の不正事案というのを発見しているとい

うような、実績が上がっているところでございます。 

 もう１点は、自動車審査高度化施設というものでございまして、これは検査の結果です

ね、例えば検査官の外観検査ですとか、あとブレーキの検査、ヘッドライト、排気ガスと

か、そういった審査結果というのがございますが、これまでは紙の伝票でそれを記録して

おったわけでございますが、これを電子的に記録・保存するというものでございます。そ

れによりまして、一つは、紙の伝票では、改ざんとか偽造というのが発生しておりました

が、そういう不正車検が防止できる。また、審査結果をより詳細に自動車の使用者に提供

することによりまして、自分の車の状態というのをより詳細に把握することができ、これ

が車の保守管理促進につながるという効果。あるいは検査結果が今までは紙のデータだっ

たわけでございますが、これを電子データとして保存しておりますので、年間大体７００

万台、７００万件の検査をしておりますけれども、これを分析することによりまして、例

えばリコールに繋がるような不具合の抽出ですとか、検査手法の今後のあり方の検討、こ

ういったものに活用できるということで、今後非常に期待されるところでございます。こ

れにつきましては、２０年度から配備を進めておりまして、２２年度、昨年度に全国配備

が終わったところでございまして、導入時期に応じまして、順次運用を開始しているとこ

ろでございます。 

 次に、３番目、受検者等の安全性・利便性の向上についてでございます。まず受検者の

事故防止ということでございますが、２２年度は特に排出ガスの測定中に後ろの車からぶ

つけられるようなことで人身事故が結構おきましておりまして、そのための対策というの

を行っております。これまでも事故原因の分析、そして再発防止対策というのをこまめに

行ってきておりまして、その結果としましては、ここに書いてございます、昨年度２２年

度の事故件数は１５５件ということで、平成１８年度比２０％減少というのが目標だった

わけでございますが、３０％減少ということで、目標を大幅に上回ったと、こういう結果

でございます。 

 次に、コース閉鎖時間の削減についてでございます。これは利用しやすい施設の運営と



 -15-

いう意味で、こういう項目の指標を立てております。これは機器の故障なんかによりまし

てコース閉鎖が起きますと、受検者に迷惑がかかるというようなことで、大きな機器です

ね、これの老朽更新というのを順次進めてございます。それによりまして、２２年度期末

のコース閉鎖時間につきましては、平成１８年度と比べまして１５％減少ということで、

おおむねの目標達成ができたということでございます。 

 次、受検者の要望の把握につきましては、毎年度受検者からアンケート調査を実施して

おりまして、これを踏まえまして、機器の改善等に反映させているというようなところで

ございます。 

 次は、２ページ目を見ていただきたいと思います。左側でございますが、自動車社会の

秩序維持ということで、まず１つは街頭検査でございます。２２年度につきましては、目

標１２万台に対しまして、１２.７万台ということで、６％ほど目標を上回っております。

また、あわせて、深夜街頭検査ですとか、最近よく出ております旧車会メンバーですね、

こういったものに対する街頭検査を実施して、社会的要請に対応した街頭検査を積極的に

実施しているということでございます。中期期間につきましては、目標４４万台に対しま

して５０万台、目標に対しまして１３％ほど上回った街頭検査を実施しているところでご

ざいます。 

 次に、不正改造車撲滅のための啓発運動ということで、全国で開かれておりますカスタ

ムカーショーですとか、カー用品ショップ、こういったところに検査官を派遣しまして、

基準に不適合の不正改造ですね、こういったものの啓発活動というのを行ってございます。 

また、リコール対策への貢献ということでございます。リコールに該当する不具合の早

期発見に役立つように、日ごろの業務の中で、問題意識を持って審査を実施しているとこ

ろでございます。この結果、中期計画全体としましては、右のほうに書いてございますが、

３７件の不具合情報を国交省に報告しておりまして、そのうちリコール案件になったのが

１５件ということでございます。 

また、盗難車対策への貢献ということで、車台番号の改ざんなどについて８２６件を発

見してございまして、そのうち３２台が盗難車であるということが後ほどわかったところ

でございます。 

次、業務運営の効率化についてでございます。組織運営につきまして、まず人員の見直

しでございます。これは計画に基づきまして、１７年度比５％以上という目標がございま

すが、３８名削減しまして、５.１％の削減をしております。 



 -16-

また、次、審査手数料収納体制の整備ということでございます。これは平成２０年の１

月から審査手数料の納付方法の変更がございました。先ほど理事長からも話ございました

ように、直接納付という形に変更がなされたわけでございます。これにつきましては、新

たな収納体制を混乱なく立ち上げ、その後も円滑な運営が維持されているというところで

ございます。 

次に、業務運営についてでございます。一般管理費・業務経費の効率化についてでござ

いますが、平成２２年度につきましては、対前年目標の９％に対しまして、１２.７％抑制、

また、業務経費につきましては、目標３％に対しまして、７.６％抑制を達成しております。

また、中期全体を通しましては、これは総額ベースでございますが、目標４.５％に対しま

して、一般管理について６.６％抑制、また、業務経費については、目標１.５％に対して

４.８％抑制ということで、いずれも目標を大幅に達成しているということでございます。 

また、随意契約の見直しについては、真にやむを得ないものを除きまして、基本的には

一般競争入札に移行しております。また、一般競争入札に際しては、周知方法の改善等を

行っております。 

その他、施設整備に関する計画については、計画的に実施、執行のほうをしております。 

また、人事に関する事項としましては、給与体系については、国家公務員の給与水準に

準拠したものとなっておりまして、その結果、平成２２年度のラスパイレス指数は９５.

３ということで、適正に運営されていると評価しているところでございます。 

私のほうからは簡単に概要を説明させていただきまして、その後、企画部長のほうから

詳細な説明をさせていただきたいと思います。 

【江坂企画部長】  では、企画部長の江坂でございます。本日はよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、検査法人の業績の自己評価に関しまして、少し個別具体的な説明をさせてい

ただきます。まずお手元に資料１３－３、Ａ３横長の表資料でございますが、それをお開

きください。この資料に基づきまして、２２年度計画及び第２期中期目標の自己評価に関

しまして、両方まとめて説明をさせていただきます。 

この表資料の構成でございますが、一番左の欄から第２期の中期目標、中期計画、そし

て２２年度計画、さらに、その２２年度評価、そしてご参考として第２期中期各年度の年

度評価のランク、そして最後に、最も右の欄に中期目標期間を通じての評価を書かせてい

ただいております。各評価におきましては、先ほど国交省から説明がありましたが、Ｃか
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らＳＳまでの５段階評価のうち、どの評価ランクとしているかということについて記載を

しております。 

これから各項目につきまして、最初に、２２年度評価の内容を説明いたしまして、続い

て中期目標評価について、連続して説明をするという構成で行いたいと思っております。

また、中期目標評価でございますが、一番左の欄にございます中期目標の項目ごとに評価

をいたしますが、一方、２２年度評価におきましては、その項目によっては、中期目標よ

りも細分化して項目が立てられております中期計画、２２年度計画の項目に応じて評価を

しております。このため、両方の評価が必ずしも１対１の対応となっておらず、中期目標

評価のほうが大くくりで評価している部分がございます。その点、ご注意をお願いいたし

ます。 

それでは、資料１３－３に基づきまして、説明をさせていただきます。１ページ目です。

中期計画の欄の１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためにとるべき措置です。（１）厳正かつ公正・中立な審査業務の実施の徹底、

そして、①不当要求防止対策の充実、ここから説明いたします。先ほど戸澤理事のほうか

らお話がございましたので、詳細は省きますが、この不当要求防止対策が、厳正かつ公正

な業務を実施するという検査法人の最重要課題を達成する上で一番重要な項目であること

から、力を入れてこの対策を実施してまいりました。２２年度におきましては、先ほども

お話ありましたように、引き続き職場の点検、そして訓練等の各種対策を実施するととも

に、全国の防犯カメラの状況を総点検いたしました。このような対策の結果、２２年度の

不当要求の発生件数は２９２件、前年度比１６％減少という成果を達成することができま

した。また、暴力行為についても、全体の３％と、引き続き低い割合としてございます。 

全国の防犯カメラの総点検については、２２年度の新しい対策として実施したものであ

り、現在は死角をなくす等の必要な改善措置を講じるとともに、今後の老朽更新の計画を

つくりまして、実施しているところでございます。このように優れた実施状況にあると考

えておりまして、ここの評価に関しましては、Ｓをつけさせていただいております。 

さらに中期目標評価のほうでございますが、このような各種対策を、警察とも連携を強

化いたしまして、強力に実施してまいりました。この結果、平成２２年度期末の不当要求

の発生件数は、１９年度に比べますと５６％減少ということで、半減以上の減少を達成す

ることができております。このように優れた実績を上げたと自己評価しておりまして、中

期目標評価もＳという評価をさせていただきました。 
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次でございます。②新基準等に対応した審査方法等の整備でございます。これは道路運

送車両の保安基準の細部規程の改正などに対応して、検査の実施基準でございます審査事

務規程の見直しを行うというものでございます。 

２２年度におきましては、この保安基準細部規程の改正などに対応いたしまして、３回、

審査事務規程の改正を行ってございます。これにより、必要な審査方法の整備が行われた

と認識しております。さらには、全国の指定整備工場に対しまして、この改正内容の周知

に関し、検査法人職員が講習会等に出向きまして講師を務めたという実績を上げてござい

ます。このように、着実な成果を上げたと考えておりまして、２２年度はＡという評価と

してございます。 

中期目標の評価のほうでございますが、この中期目標期間４年間におきまして、延べ１

６回の審査事務規程の改正を行いました。必要な改正を適時・適切に行ったというふうに

考えておりまして、これも着実な実施状況にあるとして、Ａという評価にしたいと考えて

ございます。 

次、２ページ目をお開きください。③審査方法の改善（ア）審査事務規程の充実・明確

化でございます。これは、審査業務における取り扱いの細部につきまして、明確化を図る、

そして、審査方法の統一を図るため、規程内容の充実を図っていくというものでございま

す。 

２２年度の実績でございますが、電気自動車が最近普及し出しておりまして、また、最

近はコンバージョン電気自動車ということで、市販のガソリン車等を電気自動車に改造す

るようなケースが増えてございますが、このような情勢に鑑みまして、電気装置に係る審

査を的確かつ安全に実施すべく、図面等により審査を行う手法について規定いたしました。

さらに、改造自動車全般の審査手続につきましても、より審査を厳格に実施するために、

提出書類の見直し、さらには二重チェック体制の採用ということによりまして、審査方法

の見直しを行ったところでございます。このように現在の情勢を踏まえて、優れた実施状

況にあると認識しておりまして、２２年度はＳという評価をさせていただきました。 

続きまして、（イ）諸外国の知見の活用でございます。自動車は国際商品でございますの

で、国際流通の進展、そして、基準の国際化等に対応いたしまして、検査業務についても

国際的な視野から検討しなければいけないということから、ベルギーのブラッセルに本部

がございますＣＩＴＡ（国際自動車検査委員会）の総会等に定期的に参加する等によりま

して、諸外国の検査機関との情報交換を行い、業務改善を図っていくというものでござい
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ます。 

２２年度の実績でございますが、平成２２年１１月に、シンガポールにおきまして、Ｃ

ＩＴＡのアジア／オーストラレーシア地域会議がございましたので、そこに役職員を派遣

いたしまして諸外国との情報交換を行いました。検査法人からは、検査の状況に関しまし

て発表を行いまして、特に日本独自の取り組みとして、不正軽油の摘発を行うための燃料

品質の検査手法、さらには、先ほどご紹介がありました審査結果の電子化等の検査の高度

化関連につきまして情報提供を行ったところでございます。 

さらには、この会議への参加とは別に、個別の調査団を構成いたしまして、欧州の検査

場における検査機器の導入状況、検査項目、検査情報の活用方策等について調査を行って

おります。２２年度は、イギリスとアイルランドに調査団を派遣いたしまして、最新の検

査の実施状況について調査をいたしました。 

さらに、４つ目の○でございますが、ＪＡＳＩＣ（自動車基準国際化研究センター）に

設置されております関係部会に参加いたしまして、必要な調査を行っているところでござ

います。以上より、Ａという評価をさせていただいております。 

次、（ウ）でございますが、左のほうに戻りまして、職員による改善でございます。職員

による改善を奨励するため、改善提案について、その内容に応じて表彰を行うというもの

でございます。 

２２年度の評価でございますが、このような業務改善に向けた取り組みである改善提案

を奨励・支援しました結果、全国で２７件の取り組みが行われました。特に、優れた取り

組みであった４件に関しましては、理事長表彰を行いまして、その顕彰をしたところでご

ざいます。また、この取り組み成果に関しましては、イントラネット等に掲載し、全国で

職員が閲覧できる体制を講じております。さらに、２１年度にこの理事長表彰を受けまし

た審査事務規程の勉強用資料に関しましては、これは既にイントラネットに掲載していま

すが、全国の職員が研修資料として活用できるように、さらなる資料の向上を図ろうとい

うことで、現在取り組みを進めているところでございます。このように、表彰するだけで

なく、良い取り組みについて、さらにそれをブラッシュアップして、内部資料として活用

していくという展開を進めているところでございます。 

以上のとおり、優れた取り組みをしてきたというふうに評価いたしまして、ここの２２

年度評価はＳとさせていただきました。 

中期目標評価でございますが、この③の（ア）から（ウ）の取り組みに関しましては、
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以上のとおり、２２年度の実績を上げたわけでございますが、中期目標期間を通じまして

も、同様の成果を上げることができたと考えてございます。特に（ウ）の職員による改善

のところをご覧いただきたいのですが、この４年間におきまして、全国で６０件の業務改

善の取り組みが行われまして、特に優れた取り組み７件について表彰を行ったところでご

ざいます。このように、４年間を通じましてすぐれた取り組みを行ってきたというふうに

考えまして、この項目全般につきまして、Ｓという評価をさせていただいたところでござ

います。 

次、３ページ目でございます。④の人材確保でございます。検査業務は、厳正かつ公正

な審査業務を実施する必要がありますので、国と一体となって取り組まなければいけない、

このため、国等との人事交流を円滑に行い、最適な人材確保を行うというものでございま

す。 

２２年度におきましては、これは従来どおり国等との人事交流を円滑に行いまして、最

適な人材を確保できたと考えておりまして、Ａとしてございます。 

中期目標も、同様に人材確保できたと考えておりまして、Ａという評価をさせていただ

きました。 

次、⑤です。職員能力の向上でございます。これは、検査の重点化に伴いまして、検査

要員の削減等が行われますが、そういう場合であっても、検査の質の維持を図るために研

修内容の充実を図っていく、さらに、審査業務の高度化、そして、新基準の導入等により

まして、いろいろ検査業務が複雑化してまいりましたが、このような検査における判定等

を的確に行うようにするために、さらに研修の中身を磨いていくというものでございます。 

２２年度の評価でございますが、２２年度におきましては、職員の検査業務の習熟度に

応じました研修等を引き続き実施いたしまして、特に２２年度は、技術、行政の動向など

を踏まえまして、以下のような新たな研修を追加して実施いたしました。１つ目が電気自

動車、そして先進安全自動車でございます。２つ目が、悪質クレーマーへの対応、そして

不当要求者への対応、３つ目が、ヒューマンエラーを考慮した安全対策の関連、さらには、

４つ目が、リスクマネジメント、そして、最近問題になっております部下職員のメンタル

ヘルス、さらにはリコール制度と、このように多岐にわたる項目について、法人を取り巻

く種々のニーズ、そして、業務の状況を踏まえて追加したところでございます。このよう

に優れた実施状況にあると考えまして、ここはＳという評価をさせていただきました。 

中期目標全般のほうでございますが、４年間を通じまして、このような研修の内容の充
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実強化を図ってきたところでございます。特に、この中期目標期間中には、平成２０年度

からディーゼル車の排ガス規制の強化に伴いまして、オパシメーターを用います新たなデ

ィーゼル排ガス検査手法が導入されました。その関連の特別の研修も実施したところでご

ざいます。このように、４年間を通じまして研修の見直し、改善を積極的に図ったと理解

をしておりまして、ここもＳという評価をさせていただいております。 

次が、⑥の職員の意欲向上でございます。これは、職員一人一人の業務の確実な実施を

図るためには意欲向上が必要であるということから、業務改善の提案、そして、日ごろの

職員の業務状況のうち、特に優れた成果を上げた者に関しまして表彰いたしまして、職員

意欲の向上を図るというものでございます。 

２２年度の実績でございますが、先ほど申し上げましたとおり、改善提案につきまして

は、評価を行い、表彰したところでございまして、さらに、多様な業績として、以下のよ

うな業績についても表彰を行ったところでございます。１つ目が、リコール事案とか、不

審事案の発見に際し優れた業績が認められた者でございます。職員４名、そして１事務所

を表彰してございます。具体的には、消せるボールペンの悪用によります、替え玉受検の

摘発でございますとか、非常に微妙な打刻の字体の違いを発見しまして、不正な打刻を国

に通報したというような取り組みでございました。さらには、連続無事故を達成した１０

事務所に対しても、表彰をしたところでございます。このように、多様な業績に関しまし

て、いろんな視点から表彰を行いまして、意欲向上を図ったと考えます。このため、着実

な実施状況ということでＡという評価をいたしました。 

次に、中期目標評価でございますが、これにつきましても、この４年間を通じまして、

優れた業績が認められた職員延べ１９名、そしてワーキング・グループメンバー２０名、

そして２８事務所に対して表彰を行いました。特に、この第２期中期では、高度化の導入

ということが非常に大きな課題でございましたので、高度化施設の操作、改良、改善関連

についても表彰を多く実施したところでございます。このように優れた実施状況にあると

いうことでＳという評価にしてございます。 

次、⑦です。内部監査の充実でございます。これは本部、そして検査部の役職員により

ます現地事務所の調査・指導、内部監査を計画的に実施し、適切な運営を図るというもの

でございます。 

２２年度の評価でございますが、１１の事務所に理事長巡視を実施いたしまして、ミッ

ションの現場職員への周知徹底などを行いました。さらに、先ほどご紹介がございました
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が、２２年度からＷＥＢ会議システムを導入しまして、理事長巡視の対象とならなかった

７事務所については、テレビ会議の方式で巡視と同等のミッションの周知等を行ったとこ

ろでございます。さらに、各事務所に対しまして、本部の調査課という部署を主体としま

した計画的な調査・指導１９カ所、そして、問題があったところに関しましては、無通告

で４カ所、さらには検査部による地方ベースの調査・指導を２６カ所で実施いたしました。

さらには、管理業務の適正化も必要でございますので、この管理業務関連の調査・指導も

１０カ所行ったところでございます。このように、優れた取り組みを行ったと評価いたし

まして、Ｓという評価をしてございます。 

そして、中期目標期間全般でございますが、４年間を通じまして、理事長巡視は全体の

６割の５５事務所に実施しております。さらには、３つ目の○でございますが、本部によ

る計画的な調査・指導を８２カ所など、延べ合計１８１回の調査・指導を行いまして、１

事務所当たり平均２回程度の調査・指導を行ったところでございます。また、管理業務関

連の調査・指導を１６カ所行いました。さらに、繰り返しになりますが、新たにＷＥＢ会

議システムを導入したというような大きな功績を上げたところでございます。このため、

Ｓという評価を中期目標評価として行ったところでございます。 

５ページ目でございます。高度化関連でございます。これにつきましては、先ほど戸澤

理事のほうから詳細な説明がございましたので、少し省略して説明をさせていただきます。 

（２）検査情報の電子化等による検査の高度化①新規検査等の高度化による不正な二次

架装及び不正事件の防止でございます。 

この２２年度の評価の方でございますが、全国で３次元測定・画像取得装置を運用いた

しました。そして、このシステムを活用しまして、２件の不正検査を発見したところでご

ざいます。さらには、自動車高度化施設につきましても、全国に導入し、導入時期に応じ

た順次運用を開始いたしました。さらには、高度化の運用に必要な特別研修も行ったとこ

ろでございます。このため、優れた状況にあると考えまして、Ｓという評価をいたしまし

た。 

そして、中期目標期間を通じましても、この高度化につきましては、４年間を通じて確

実な取り組みを行ってまいりましたので、ここも、優れた成果ということでＳという評価

をさせていただいたところでございます。 

さらに、②の検査情報の有効活用でございます。これは、リコール等に検査情報が有効

活用されるために、施設と機器の導入を行っていくものでございますが、これも計画的に
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実施いたしまして、２２年度すべての検査場への導入が完了し、順次運用の段階となった

ところでございます。このため、Ａランクという評価をさせていただきました。 

中期目標４年間を通じましても、計画的にシステムを導入いたしましたので、Ａという

評価としてございます。 

３番目の受検者への審査結果の情報提供でございます。これは、利用者、受検者の方々

に適切な整備を実施していただけるように、審査結果について合否判定のみならず、数値

による情報提供を行うための調査・研究を行うというものでございます。 

２２年度でございますが、このように２１年度に実施したアンケート結果を踏まえまし

て、ユーザーに渡す審査結果通知表の様式案を作成し、本省の関係部署とも調整をしたと

ころでございます。このように着実な実施状況にあると考えて、Ａといたしました。 

さらに、中期目標期間を通じましても、２１年度に国際オートアフターマーケットＥＸ

ＰＯ２０１０で、この様式に関するアンケート調査をユーザーの方々に実施いたしました。

それを踏まえて今回の案をつくったわけでございますが、４年間を通じてよく取り組んだ

と考えまして、ここもＡという評価をさせていただいているところでございます。 

６ページ目でございます。④新たな審査手法の検討でございます。車載式故障診断装置

ＯＢＤの活用その他により、新たな審査手法の調査・検討を行うというものでございます。 

新車の排ガス規制が非常に厳しくなってきておりますが、この新車の規制が厳しくなっ

て参りますと、使用過程の段階にあっても、この高い基準がクリアされるような性能維持

が必要となってまいります。このため、現在各自動車には、コンピューターシステムによ

りまして、非常に複雑な排ガスの制御浄化システムを監視する自己診断装置がついてござ

います。これをＯＢＤと呼んでおります。このＯＢＤには、各種いろんな故障の情報が集

積・記録・保存されますので、検査の際に、この装置に保存されました情報を、読み取り

ツールを自動車につなぐことによりまして呼び出して、それによって車の状況、そして、

基準の適合状況を判断するというものでございます。欧米におきましては、このようなＯ

ＢＤを活用した排ガス検査が導入されておりますので、日本におきましても、早期にこの

導入ができるよう課題を整理し、本省等との調整も進めてきたものでございます。２２年

度に必要な調査・検討を行ったことにより、第３期にはこの導入が現実に図られるような

段階に来ていると考えておりまして、Ｓという評価をしたところでございます。 

中期目標期間全般を通じましても、４年間に必要な調査、例えば、アメリカ等に調査団

を派遣して必要な情報を取ったというような取り組みをやってまいりましたので、ここも
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Ｓという評価をしたところでございます。 

次に、（３）受検者等の安全性、利便性の向上でございます。ここは、受検者等によりま

す検査中の事故を防止するというものでございます。ここは数値目標を掲げておりまして、

中期計画期間中に１８年度比１０％削減という目標を立てました。 

２２年度の評価でございますが、先ほどお話がありましたように、２２年度は排出ガス

検査中に後続車が追突をし、受検者が重大な障害を負うおそれがあるような事故が何件か

発生いたしました。このため、新たな人身事故防止対策としまして、排ガス測定器の改良、

そして、待機場所の設置を行ったところでございます。さらに、Ｄレンジのまま受検者が

降車して、例えば印字機で記録をしようとしたということによりまして、無人で車両が走

り出して、それが事故につながったということも見られましたので、受検時において降車

する場合にＰレンジにすることを強く注意喚起する表示器を開発し、現在試行的に現場投

入をしているところであり、効果が高いという報告を受けているところでございます。 

このような取り組みを種々講じた結果、２２年度における事故件数は１５５件と、１８

年度比３０％減という大きな削減を達成できました。このため、２２年度はＳという評価

をしました。 

中期目標期間も、毎年度、この事故防止については、法人を挙げて取り組んでまいりま

した。このため３０％減という大きな削減を達成できたということからＳという評価をし

たところでございます。 

ちょっと時間が押しておりますので、すみません、次、７ページ目でございますが、ち

ょっと急ぎ目に説明をさせていただきます。 

②利用しやすい施設と業務運営（ア）施設・設備の適切な老朽更新でございます。ここ

は、検査機器の老朽更新等を行い、故障による検査コース閉鎖を２０％以上削減するとい

うものでございました。 

２２年度評価でございますが、２２年度も、昨年同様必要な検査機器の老朽更新を行い

まして、また、すべてに音声誘導装置を導入いたしました。これによりまして、検査コー

スの閉鎖時間は、その事故を起こした当事者が修理費用の賠償能力がない場合に要した費

用負担の関連の交渉時間を除外いたしますと、平成１８年度と比較しまして１５％減少と

いう成果を達成できました。このため、目標の２０％に対しておおむね達成と考えている

ところでございます。一方、今申し上げました、受検者との機器修理費用の負担交渉等に

要した時間でございますが、これに関しましては、やはりできるだけ減らすことが必要と
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思っております。２２年度は、この時間を加えた場合、コース閉鎖時間は１８年度と比べ

まして１６％増の４,１５３時間という長い時間となっておりますので、このような交渉を

早期に進められるよう、事故処理に関する手続きの見直しを現在進めているところでござ

います。以上より、２２年度評価に関しましては、おおむね達成というふうに考えており

まして、Ｂという評価をさせていただきました。 

（イ）利用しやすい施設の整備でございます。ここは、２２年度の実績といたしまして

は、すべて２２年度に更新した自動方式の検査機器には音声誘導装置、機器等名称看板を

装備いたしまして、着実な実施状況にあると、Ａという評価をしております。 

（ウ）の受検者の要望の把握でございます。これは、アンケートを通して受検者の要望

を把握するものでございますが、ここは、これまで実施した受検者のアンケートの結果を

踏まえまして、アンケートで受検者が危ないと感じていた理由として挙げられておりまし

た検査コース場での受検車両の不測の後退等に対応するため、受検者に車両降車時にはＰ

レンジにすることを注意喚起する表示器の開発等を実施したという新たな取り組みをした

ことから、Ｓという評価をしているところでございます。 

さらに、（エ）国と連携した予約制度の運用でございます。利用者の待ち時間の低減を図

るため、新たな予約制度を運用するというものでございますが、従来は、パソコンまたは

電話による予約を受けておりましたが、システムを一新いたしまして、パソコンに加えま

して、携帯電話からもインターネット操作による予約が可能となるシステムを構築しまし

た。さらには、空予約を防止する観点から、ＩＶＲを廃止するなど、新たな取り組みもい

たしてります。このような新しい予約システムを平成２２年１２月から運用したところで

ございます。さらに、この新たな予約システムの運用に当たりましては、ヘルプデスクを

設置しまして、利用者の要望を踏まえた予約画面の見直し等も随時行いました。実際２月

に予約画面の見通し等を行いまして、利用者から高い評価を受けているところでございま

す。この新たな予約システムによりまして、空予約の抑制ができており、従来よりも確実

に希望する受検日時に受検することが可能となっているところでございます。このため、

Ａという評価をさせていただいているところでございます。 

この中期目標全般の評価でございますが、中期期間を通じて利用しやすい施設と業務運

営に取り組んできたと考えておりまして、Ａという評価をしたところでございます。すみ

ません、以上で一度ここで切らせていただきます。 

【大聖分科会長】  そうですね。それでは、これまでのご説明に対しまして、ご質問な
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り、ご意見があればお伺いしたいと思います。特に評価が、この自己評価等と異なるよう

な場合についてもご指摘を含めていただければと思います。いかがでしょうか。 

【委員】  済みません、初めてなので、幾つか教えていただきたい点がありまして、２

点ありました。一つは、人材確保について、今現状国との交流が、やりとりが中心という

ことで認識しましたが、プロパーの方がお一人という状況なんですね。多分現状減らされ

てしまっているので、そういった全体の人数を減らすことへの対応というのが第一なのか

なと思うんですけれども、例えば外に広く人材を求めていくとかっていう動きというのは

あるんでしょうか。それをしてほしいとかいうんじゃなくて、現状どういう人事採用とか、

そういうことをしているのかというのを教えていただきたいというのと、あと、こちらの

評価項目の２ページにあった利用しやすい施設と業務運営という中で、施設の老朽化など

に対して非常に努力をされている一方で、多分施設をいろいろな人が利用することで事故

が発生してしまったり、あと私が拝見させていただいたときに、高齢者の方のご利用とい

うのがやっぱりふえているのかなという印象だったんですね。多分定年退職をして時間が

あるから行ってみようとかっていう方、そういった高齢者の利用に対しての喚起を促すよ

うな対策とか、あるいは施設利用時に、これ本当民間、できるかどうかわからないです、

例えば使っていただく方には、低額だけど保険を入れていただいて使っていただくとかっ

ていうことで、施設が壊れたときへの交渉が簡単になったりするのではないかと思ったん

ですが、そういった案件というか、何といいますか、検討というのはされているんでしょ

うか。 

【大聖分科会長】  高齢者の個人車検ですね？ 

【委員】  そうですね。 

【大聖分科会長】  個人的に持ち込み。 

【戸澤理事】  最初のほうの人事交流の関係を、私のほうから、説明させていただきま

す。今８百数十人で、さっき説明しましたように、プロパーの職員が１人ということなん

ですが、もともとこの自動車検査独立行政法人は、平成１４年の７月に、ちょうど９年前

に発足したんですが、その前は基本的に国の組織だったわけです。それが、いわゆるアウ

トソーシングということで、公的な分野においても、いわゆる政策決定や公権力の行使な

どを伴わないようなものについては、アウトソーシングすべきだということで、こういう

独立行政法人という仕組みができまして、その中で、この検査につきまして、いわゆる保

安基準、基準の適合性の審査については、この検査法人で行おうと。最終的な車検証の受
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け付けとか交付、あと車検に際しては、ご存じかと思いますけれども、基準適合性という

のは当然なんですが、それ以外にも強制保険ですとか、あと自動車税とか、重量税ですと

か、もろもろのそういう加入状況とか、そういうものの確認をすべてして、それで車検証

が交付されるわけなんですが、そういった事務というのは国に残るということで、検査を

２つの部門に、いわゆる独立行政法人として切り出された部分と、最終的に車検証を交付

する最終権限ですね、そこの部分が国に残るというような、そういう切り分けが行われま

した。そんな背景がありまして、検査法人発足から、国と密接な関連がございます。そし

て、この検査というのは、ご存じかと思いますけれども、車の登録とも非常に密接な関連

がございます。私ども新規検査というのを行っておりまして、最初に車を登録する際に行

う検査なんですが、それによって車の諸元、長さとか、幅とか、重量とか、そういったも

のを私どもが確定します。それに基づいて、車の戸籍がつくられます。その戸籍づくりと

いうのが国のほうの登録業務になるわけなんですが、それと非常に密接に我々の業務とい

うのが関連しているということで、国の検査登録業務と、私どもの検査法人の業務という

のは非常に一つの流れになって密接に関連しているものでございますので、これまでは基

本的に国との人事交流というのを中心に、この検査法人の職員を構成してきておりました。

ただ、ご指摘のように、年数もある程度経ち、そして、これからまた定員削減とか、こう

いった話も当然行政改革の中で出てきます。そういった中で、今後私どもの職員の採用形

態、これについてはどういうふうにすべきかということは大きな課題でございまして、国

ともよく話し合いをしながら、当然国との連携が密接に取れる、そういう前提の中で、人

事採用としてどういうあり方があり得るのかということについては、検討していかないと

いけないだろうというふうに考えているところでございます。 

【金森理事】  利用しやすい施設ということで、事故については、この４年間で随分減

って参りましたけれども、まだまだ、最近高齢者の事故が多いというのも事実でございま

す。特にユーザー車検の場合については、慣れていないということで、できるだけ案内人、

あるいは職員が、そういった方については横についてガイドしながらやるというような体

制を今とってございます。そういうことで、初めての方でも受検してそう戸惑わないよう

にといったような配慮をしていますし、また、いろいろ各種パンフレット、ポスター等で

啓蒙活動もやっているところでございます。 

 それと、保険についてですけれども、確かに最近アクセルとブレーキの踏み間違いによ

る事故で、結構大きな補償金額になる事例というのが出て参りました。ただ、これもいろ
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んな方がいらっしゃって、ごね得になることは許してはいけないし、かといって、ユーザ

ーの方に大きな負担をかけたくないということで、保険のあり方については、今検討はし

ているところです。ただ、一部につきましては、我々損害賠償保険については、職員の不

注意によるものを救うものですけれども、そのほか、火災保険にも入ってございまして、

火災保険には特約事項というのをつけています。これについては、受検者の不注意につい

てもカバーできるものにしていますけれども、ただ、ごね得か、不注意、本当にユーザー

のためかということで、その辺を見きわめながら対応しているというのが現状で、もっと

簡便な形にできないかというところは、今検討課題にしているところでございます。よろ

しいでしょうか。 

【委員】 ありがとうございます。はい、わかりました。 

【大聖分科会長】  よろしいでしょうか。はい。海外とのいろいろ情報交換ということ

を進めておられるわけですけれど、現状いかがですか、海外との比較において、日本の検

査体制、あるいは技術の点からですね。ちょっと大ざっぱな質問で恐縮なんですが。 

【江坂企画部長】  基本的に目指している方向は同じなんだろうという認識でおります。

私も、この５月にベルリンでＣＩＴＡの総会がありまして、これに出席していろいろ情報

収集をしてきたのですけれども、ヨーロッパは面白いことが言われておりまして、１つは、

検査については規制強化ということが盛んに言われております。特にトラックなど、大型

車の事故が多いんだろうと思うんですけれども、あと車齢の高い車の事故が問題になって

いるということから、ちょっと記憶は定かじゃないんですが、７年とか８年ぐらいたった

ら、２年置きから１年置きに検査周期を短くするとか、そういうようなことが提案されて

います。さらには、やはり搭載機器の電子化ということが標準的になっていますので、そ

ういった電子装置関連の検査をどうするかということが非常に話題になっておりました。

まさに排ガス関連は、このＯＢＤということがその代表になるわけですが、他方、安全装

置に関しても、自己診断装置というものがだんだん実用化されてまいりますので、安全関

連の電子機器の検査をどうするかということがいろいろ検討されております。検査法人と

しては、やはり基本的には同じような問題意識を持っておりますので、国交省とも相談さ

せていただきながら、世界的にも優れた検査ができるように努力して参りたいというふう

に思っております。 

【大聖分科会長】  はい、ありがとうございます。ご存じのように、国連の下にＷＰ２

９というのがありまして、安全と環境にかかわる国際的調和というのが進んでいますので、
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そういうＯＢＤですとか、あるいは排出ガスや安全基準ですね、これも国際的に統一して

くるということがありますので、検査のやり方もそれに合わせて国際化していくような方

向に向かうんじゃないかなというふうに思っております。ちょっとこれは余計なコメント

でしたけれども。ほかにいかがでしょうか。 

 それじゃ、事務局、時間をちょっと見ていただいて、ちょっと休憩はよろしいですか。

５分ぐらいやりましょうか。 

【平井整備課長補佐】  集計にちょっと時間がかかりそうですので、もうそのまま、も

しよろしければ。１時間半たっておりますので、まあ、５分ぐらいであればトイレ休憩と

いうことで。申しわけございません。 

【大聖分科会長】  よろしいですか。じゃ、３５分再開ということで、すみません。 

【平井整備課長補佐】  では、３５分からよろしくお願いします。申しわけございませ

ん。 

【大聖分科会長】  はい、よろしくお願いいたします。 

（休  憩） 

【大聖分科会長】  それでは、再開させていただきたいと思います。８ページから。じ

ゃ、よろしくお願いいたします。 

【江坂企画部長】  それでは、説明を再開させていただきます。８ページ目をお開きく

ださい。（４）自動車社会の秩序維持でございます。①不正改造対策の強化（ア）街頭検査

の強化です。街頭検査に関しましては、４４万台以上の車両検査を実施するという中期目

標を立てました。さらに、色度計等の新たな機器の導入を図るということを謳っておりま

す。 

 ２２年度評価でございますが、２２年度は１２万７,０００台の車両につきまして街頭検

査を実施いたしまして、１２万台という目標に対して６％上回ったところでございます。

さらに、街頭検査の内容に関しましても、深夜の暴走族等を対象とした特別の深夜街頭検

査、そして初日の出暴走、そして、最近は社会問題化しまして、警察も注視しております

旧車会メンバーの不正改造車に対する特別街頭検査も行ったところでございます。さらに

色度計の導入も行いました。このように、優れた実施状況にあると考えまして、Ｓという

評価をしたところでございます。 

 次に、（イ）不正改造車撲滅のための啓発活動でございます。カスタムカーショウ等にお

ける不正改造車、用品販売店における保安基準について適合しないおそれがある用品等の
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陳列等に対し、啓発活動を行うというものでございます。 

 ２２年度は、３つのカスタムカーショウに検査官を延べ４７名派遣いたしまして、保安

基準に適合しないにもかかわらず、公道が走行できるようなことを謳っておりました表示

に関しまして、展示車両７５台に対して、文書により注意喚起をしたところでございます。

さらに、カー用品販売会社１８店舗に、これとは別に検査官を延べ７１名派遣いたしまし

て、やはり保安基準不適合のおそれがございます１４４件の用品販売等に対しまして、適

切な表示を行うように注意喚起いたしました。以上のとおり優れた実施状況にあると考え

まして、Ｓという評価をしたところでございます。 

 この不正改造車対策の強化に関しましては、中期目標期間を通じましても、例えば街頭

検査に関しましては、５０万台の車両について街頭検査を実施し、４４万台の目標値に対

し、１３.８％上回る成果を上げることができました。さらに、深夜街頭検査などの特別街

頭検査を随時、数多くできるだけ実施したところでございます。さらに、（イ）の不正改造

車対策の強化関連では、３つのカスタムカーショウに対して延べ１７７名派遣し、６１２

台の展示車に対する文書注意を行いました。さらに、カー用品販売会社に対しては、延べ

４６店舗、そして検査官を延べ２３２名派遣いたしまして、４６２件の不適切な表示に対

する注意喚起を行ったところでございます。このように優れた実施状況にあると考えまし

て、ここもＳという評価をさせていただいたところでございます。 

 次に、②その他国土交通施策への貢献（ア）リコール対策への貢献でございます。検査

業務を通じまして、車両の不具合情報の収集を図り、国土交通省のリコール対策等の施策

に積極貢献するというものでございます。 

 ２２年度の取り組みでございますが、このリコールに該当する不具合の早期の発見、そ

して迅速なリコールに役立つように、各事務所に対する周知徹底、そして、業績表彰を通

じまして、日常の審査業務におきまして、問題意識をもって審査を実施し、情報収集に努

めたところでございます。この結果、各事務所からの情報を精査した結果、その原因が車

両の設計等にあると思われる情報５件に関しまして、国土交通省に対して、車両不具合情

報の報告を行いました。このように、日頃からリコールに貢献するという高い意識を持っ

て業務に当たったということから、Ｓという評価をしたところでございます。 

 さらに、中期目標評価のほうでございますが、この４年間を通じまして、このような情

報収集、そして情報提供ということに取り組んだところでございます。この結果、リコー

ル等のおそれがあると思われる情報３７件に関しまして、国交省に対して情報報告を行い
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まして、その結果、検査法人からの指摘が発見の動機となりましたリコールが１５件実施

されたところでございます。このように、国交省のリコール施策に対しまして、優れた実

績を上げられたというふうに鑑みまして、Ｓという評価をさせていただいたところでござ

います。 

 次、９ページ目でございます。（イ）盗難車両対策への貢献でございます。車台番号の改

ざんの発見等を通じまして、盗難車両対策に貢献するというものでございます。 

 ２２年度の実績でございますが、この車台番号の確認におきまして、本来の字体とわず

かに相違するような改ざんも発見したところでございまして、この結果、延べ１９４件の

改ざんを発見し、国交省に通報を行いました。その結果、盗難の疑いがある車両１４台に

ついては、警察に通報され、その捜査の結果、７台が盗難車であることが判明したという

こととなっておりまして、このように盗難車対策に大きな成果を上げることができたと考

えております。このため、ここはＳという評価をさせていただきました。 

 この中期目標期間４年間の評価でございますが、このような非常に精緻な改ざん等に関

しまして、全国で情報を共有いたしまして、対応して参りました。このように僅かな改ざ

んも見逃さないということに努力した結果、８２６件の改ざんを発見いたしまして、通知

しまして、その後、警察等の捜査の結果、３２台が盗難車であることが判明したという実

績を上げることができました。このため、優れた実績を上げたと評価いたしまして、Ｓと

いう評価をつけてございます。 

 次に、（ウ）利用者の審査業務に関する理解の向上でございます。検査の役割及び検査方

法等に関して、国等が行う各種キャンペーンに参画するというものでございます。 

２２年度におきましては、春秋の全国交通安全運動のほか、不正改造車排除運動、点検

整備推進運動などに参画いたしました。さらに、審査事務規程等の自動車審査に関する最

新の情報を適時にホームページに掲載する取り組みを行いました。さらに、２２年度から

は、先ほどご紹介いたしました深夜街頭検査など、社会的に評価が高い取り組みに関しま

して、その実施結果等についてインターネットによる広報を延べ１４回行ったところでご

ざいます。さらに、改造電気自動車の普及ということに対応するため、国交省で基準の整

理等の各種取り組みが行われましたが、この取り組みにおいて留意点の取りまとめという

ことで協力をしたところでございます。このように、優れた実施状況にあると考えまして、

Ｓという評価をさせていただきました。 

 この項目の中期目標期間の評価でございますが、この４年間を通じまして、２２年度と
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同様な取り組みを精力的に実施したところでございます。このため、４年間常に努力をし

たというふうに考えまして、ここはＳという評価を自己評価としてつけたところでござい

ます。 

 １０ページ目でございます。２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとる

べき措置（１）組織運営①要員配置の見直しでございます。ここは、業務量の変化を適切

に把握いたしまして、事務所ごとの要員の配置計画を策定実施し、効率的な要員の配置、

そして業務実施に努めるというものでございます。 

 ２２年度におきましては、１９年６月に策定しました要員の配置計画に従いまして人員

の削減を行ったところでございます。延べ合計２３名を２２年度に削減いたしまして、８

２７名の職員数としてございます。このため、計画的に行ったということから、着実な実

施状況Ａと評価をいたしました。 

 中期目標期間の評価に関しましても同様でございますが、この要員配置計画に従いまし

て計画的に人員の削減を行いまして、中期計画４年間のうちに、職員数でいえば４％に相

当する３８名の削減を実施したところでございます。このため、計画的に行ったというこ

とから、Ａという評価をしたものでございます。 

 次に、②審査手数料の収納体制の整備でございます。受検者の利便性が低下しないよう

な収納体制の整備を図るというものでございます。 

 ２２年度の評価でございますが、平成２２年度も引き続きまして、自動車審査証紙によ

る審査手数料の収納方式を採用いたしまして、国の印紙と同一の窓口で販売するというこ

とによりまして、受検者の利便性の低下を招かないような措置を講じました。さらに、こ

の証紙の発注、発送、そして在庫管理等を本部で一元的に行う効率的な業務執行体制を整

備いたしまして、売りさばき人の手間というものを削減いたしました。このため、混乱な

く手数料収納ができたことから、順調な実施状況Ａというような評価をしたところでござ

います。 

 中期目標評価でございますが、この自動車審査証紙の導入に関しましては、平成２０年

１月からの検査手数料の自己収入化に伴う審査手数料の納付方法の変更に当たりまして、

導入したものでございます。これに関しましては、適切に事前周知を図ることによりまし

て、新たな収納体制を混乱なく無事立ち上げることができたと考えておりまして、さらに

は、その後円滑な運営を維持することができてございます。このように、新たな自己収入

を確保するための証紙制度を立ち上げ、円滑に維持をしているということに関して、すぐ
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れた実績を上げたと考えまして、Ｓという評価をさせていただきました。 

 次に、（２）の業務運営①一般管理費及び業務経費の効率化目標でございます。一般管理

費に関しましては、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額を４.５％抑制する、そして

業務経費に関しましては、同様に１.５％抑制するという中期計画を掲げました。 

２２年度におきましては、この一般管理費におきましては、１９年度比１２.７％抑制、

そして、業務経費に関しましては、１９年度比７.６％抑制ということで、それぞれ２２年

度計画の９％、３％という数値目標を大幅に達成したところでございます。このためＳと

いう評価をさせていただきました。 

さらに、中期目標期間全般を通じましても、システム最適化による回線利用手数料の経

費を削減したというような取り組みを種々講じた結果、一般管理費に関しましては６.６％

抑制、そして、業務経費に関しましては、４.８％抑制ということで、両方とも中期計画の

数値目標を大きく上回る成果を上げることができたところでございます。このため、優れ

た実績にあると考えまして、Ｓという評価をさせていただきました。 

１１ページ目でございます。②随意契約の見直しでございます。ここは国の方針、財務

省からの通達が出ておりますが、随意契約をできるだけ減らすようにということが指示さ

れておりますので、これに従って努力するというものでございます。 

２２年度におきましては、２１年１１月の閣議決定の独法の契約状況の点検見直しにつ

いてというものを踏まえまして、契約監視委員会におきまして、点検見直しを実施し、真

にやむを得ないものを除きまして、一般競争入札に移行しているところでございます。さ

らに、広報期間の延長、そして業界新聞などを通じた周知を図りまして、応札者の増加に

努めてまいりました。以上により着実な実施状況にあるというふうに考えて、Ａという評

価をしているところでございます。 

中期目標評価に関しても、４年間同様の努力をしてまいりました。さらには、３つ目の

○でございますが、１９年１２月に閣議決定されました公共サービス改革基本方針に基づ

きまして、中央実習センターの管理運営業務、そして関東地方におけます自動車検査用機

械器具の保守管理業務につきまして、民間競争入札を実施し、経費削減を図ったところで

ございます。いわゆる市場化テストと呼ばれているものでございますが、これについても

着実な成果を上げております。以上により、Ａという評価をさせていただきました。 

次に、③資産の有効活用でございます。研修施設に関しまして、自己収入の増加を図る

等、効率運用を図るというものでございます。 
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２２年度におきましては、中央実習センターの教室などの一部施設の貸し出しを促進す

るためにホームページに掲載する、または問い合わせがあった際に丁寧な対応をしたとこ

ろでございます。さらには、中央実習センターに研修員用の食堂がございますが、これの

一般利用を促進するために、一般利用が可能であることについて掲示等による外部への広

報を図り、確実な増加を図ったところでございます。以上のとおり着実な実施状況にある

というふうに理解をし、Ａという評価をいたしました。 

中期目標評価に関しましても、４年間を通じまして、同様の取り組みを毎年実施してき

たところでございます。このため、着実な実績を上げていると評価いたしまして、Ａとい

う評価をつけたところでございます。 

次に、（３）の主要な業務・システムに係る最適化計画の策定でございます。主要な業務

システム、ＰＣネットワークシステムなどでございますが、このシステム構成、そして、

調達方式を抜本的に見直しまして、システム最適化を図るための計画を策定し、それを実

施する、さらには、それを公表し、透明性を図るというものでございます。これに関しま

しては、２２年度は、実はこれ、２１年度でこの目標を達成してしまいましたので、該当

なしということで横棒となってございます。 

中期目標評価の方でございますが、２０年３月に主要な業務システムであるＰＣネット

ワークシステムに関する最適化計画をつくりまして、インターネット公表をいたしました。

さらには、この計画に基づきまして、ＷＡＮ回線、ＬＡＮサーバ、そしてメールシステム

などの最適化に関しまして、２１年度までに完了しました。以上のとおり着実な実績を上

げたということから、Ａという評価をつけております。 

次に、１２ページ目でございます。３．予算、収支計画、資金計画でございます。これ

に関しましては、予算をもとに計画的に執行してきたところでございまして、着実な実施

状況にあると考えており、Ａを２２年度評価としてつけました。 

さらに、この中期目標期間を通じましても、予算をもとにした計画的な執行ということ

を確保いたしましたので、ここもＡという評価をしたところでございます。 

次に、４．短期借入金の限度額、そして、５．重要な財産の譲渡、担保に関する計画は、

いずれも該当なしとなってございます。さらに、６．の剰余金の使途に関しましても、同

様に２２年度、そして中期目標期間中を通じまして、該当なしということでございますの

で、ここは説明を割愛させていただきます。 

次、７．でございます。その他主務省令で定める業務運営に関する重要事項の施設及び
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設備に関する計画でございます。検査上屋等の施設に関しましては、施設整備補助金によ

りまして、予算要求、そして執行をしてきたところでございますが、２２年度におきまし

ても、この計画的な執行ということが確保されておりましたので、Ａとしております。 

中期目標評価に関しましても、４年間このような計画的な執行が確保できたので、Ａと

いう評価をつけたところでございます。 

次に、１３ページ目でございます。（２）人事に関する事項でございます。ここは、業務

運営の効率化を図っていくために必要な要員の計画的な削減を行い、人員の抑制を図ると

いうものでございます。また、②の方に書いてございますけれども、行革推進に関する法

律に基づきまして、国家公務員の定員の純減目標を踏まえて、国家公務員に準じて、２２

年度におきまして、１７年度の人員に比べて５％以上削減を行うというもの、さらには、

給与に関しまして、国家公務員の給与水準に照らし適切なものとなるように定めるという

ものでございます。 

２２年度の評価でございますが、まず要員のほうでございますが、先ほどもご説明いた

しましたが、１９年６月に策定した要員配置計画に従いまして、２３名の計画的な削減を

行ったところでございます。さらに、役職員の給与に関しましては、国家公務員の給与構

造改革を踏まえた給与体系となっておりまして、国家公務員の給与水準に照らして適切な

もの、ラスパイレス指数であらわしますと９５.３と低いレベルとしたところでございます。

以上のとおり優れた実施状況にあると考えておりまして、Ｓという評価をつけたところで

ございます。 

中期目標評価でございますが、ここも、中期目標を通じまして、要員配置計画に従った

人員削減を行いました。さらに、給与に関しましても、国家公務員の水準に照らし、適切

な体系となるよう常に努力してまいりまして、国家公務員の給与水準に照らし、適切なも

のとすることができたと考えてございます。中期期間を通じまして、最大で９７.５という

ことで、国家公務員の水準よりもかなり低いレベルに給与水準を維持したところでござい

ます。このため、優れた実績を上げてきたと考えまして、Ｓという評価をしたところでご

ざいます。 

【平井整備課長補佐】  すみません、事務局から、今の人事に関する事項の関係で、１

点ちょっと補足がございます。大きなクリップの後半のほうに、資料の１３－８という３

枚物で薄い物がございます。かなり後半のほうでございます。資料１３－８、タイトルで、

様式１、公表されるべき事項というものがございます。実はこれ、各法人の役職員の給与
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水準についての公表資料なんでございますけれども、毎年度このような形で公表しており

ますけれども、今年度より、その資料に主務大臣の検証結果を記載するということになり

ました。ちなみに、これ、表裏で一番最後のページの５ページをちょっとごらんください。

下のほうの枠囲みのタイトル、給与水準の比較指標についてというところで、２番目の項

目、次の行で、【主務大臣の検証結果】と黒囲み、ちょっと小さな字になっておりますが、

「低い水準であるが、引き続き適正な給与水準が図れるよう取り組む必要がある」という

大臣の検証結果が書いてございます。 

 最後のページ、６ページ、裏でございますが、後半部分に、大きな括弧くくりのタイト

ル、総人件費についてでございますが、これも一番最後の段落に【主務大臣の検証結果】

として、ま、４行目だけ読みますと、「当該法人においては既に達成済みであり、適正に取

り組んでいる」と、このように２つの項目について大臣の検証結果が記載されることにな

りましたということのご紹介と、この内容も踏まえて、人事に関する事項についてご評価

をいただきたいと、このように考えておりますので、ご紹介方々申し上げました。済みま

せん、法人さんの説明の中で。どうぞ。 

【江坂企画部長】  それでは、説明を再開させていただきます。 

 以上が個別の項目の説明でございまして、最後に１４ページを開いていただきますと、

総合評価というページがございます。これは左の欄が２２年度評価、延べ３１項目でござ

います。右が中期目標評価、延べ２６項目でございます。このように、その評価項目別に

まとめてございます。 

 まず２２年度の評価の方でございますが、総合評価でございますけれども、今まで説明

したとおり、これをまとめますと、Ｓの評価項目が１６項目、そしてＡが１４項目、そし

てＢが１項目ということとなってございます。このため、Ｓが一番多かったということか

ら、総合評定をＳとつけさせていただきました。そして、課題・改善点、業務運営に関す

る意見等でございますが、中期計画期間中に導入した３次元測定・画像取得装置、そして

高度化施設などに関しまして、時期中期計画期間中において円滑な運用を実施することが

必要であると、さらには、この施設活用により、検査情報の有効活用、そして受検者への

情報提供の取り組みを進めることが必要と、さらには、自動車技術の進展等に応じて審査

方法の改善をしていくことが必要、さらに、その検査場における事故件数は減ってきてい

るが、人身事故については今後さらに削減すべく対策を講じることが必要というようなこ

とを書かせていただきました。 
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 中期目標評価の方でございますが、これは２６項目となってございます。内訳はＳが１

５、Ａが１１です。中期目標の方に関しましても、最も多かったのがＳということから、

総合評定もＳという評価をつけさせていただきました。この課題・改善点、業務運営に関

する意見等に関しましては、基本的に先ほどの２２年度評価と同じなんですが、一番下の・

（ポチ）が追加されてございます。独立行政法人であることを念頭に、リコール対策、盗

難車両対策、不正改造車排除のための啓発活動等、国交省の施策により一層貢献すること

を期待するということを追記したところでございます。 

 以上が自己評価でございますが、最後に、済みませんが、もう少しだけご説明をお聞き

ください。平成２２年度計画の自己評価という資料が資料の１３－４につけてございます

が、この資料の１９ページ目の次の別紙というところをご覧ください。最後に、この資料

について説明をいたします。 

 これは、詳細については触れませんけれども、総務省にございます政策評価独立行政法

人評価委員会、「政独委」と呼ばれているところから、２１年度の国交省の評価結果に関す

る意見ということで、さまざまな項目について指摘がされたところでございます。この別

紙の資料の一番左の欄が政独委からの指摘事項でございます。項目の内容に関しましては、

基本的に第２期中期計画目標と重なるところが多うございますので、細かな説明は、ちょ

っとこの場では省略をさせていただきますが、この表資料の一番右が評価となっておりま

す。この指摘事項に対しまして、どのような実績を上げたかということについて自己評価

をしたものでございますが、当法人といたしましては、この政独委からの指摘に関しまし

ては、必要なところについては着実な実績を上げることができたと考えておりまして、妥

当というような自己評価をつけさせていただいておりますので、最後に報告をさせていた

だきます。以上でございます。 

【大聖分科会長】  はい、ありがとうございました。 

 それでは、ご質問なりご意見を、後半の８ページ以降に関していただければと思います

が、いかがでしょうか。これまでの業務実績の説明に対して、監事のほうから何かござい

ますでしょうか。 

【本澤監事】  特につけ加えることはございません。私どもは、２２年度において監事

監査を実施しておりますが、各地方事務所に対しては、１３事務所に対して実施しており

ます。それから、本部９課ございますが、９課各課に対して監査を実施しておりまして、

その内容につきまして、おおむね適切に業務運営が図られていたというふうに考えており
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ます。一部事務所につきまして、例えば先ほど話がありました不当要求防止対策の防犯カ

メラというようなことがございましたが、一部そのカメラはあるんですが、その死角で業

務をしていたというようなことがあって、改善をお願いしたというようなこと。それから、

例えば検査はピットでやるんですが、ピットの中にリフトがある。そういうところでリフ

トが上下する中で、一番下まで下がるとちょっと足を挟むというようなことがあって、途

中でとめるようにというような改善もお願いしたことがございます。それから、本部につ

いては、特段の指摘はございませんでしたが、一部その業務が忙しいということで、残業

を随分やっている職員がいるということで、職員の勤務管理をしっかりやってほしいとい

うようなことで、残業の縮減を図りなさいというようなお願いをしているぐらいで、全般

的には特段申し上げることはございません。以上でございます。 

【大聖分科会長】  はい、ありがとうございます。 

いかがでしょうか。それじゃ、後半の部分、あるいは全体を通じてでも結構ですので、

何かご意見があればお伺いします。 

【委員】  １つ教えていただきたい。 

【大聖分科会長】  どうぞ。 

【委員】  済みません、これも初歩的な質問だと思うんですけれども、人事に関する事

項で、国家公務員の給与水準に対して下げていくことが重要なのかというような数字に見

えたんですけれども、それと同時に、適切な昇給であったりとか、先ほどお話に出たよう

に、残業の多いところに対して、例えば適切な人員配置とかっていうことも必要ではない

かと思うんですね。それと、やっぱり適切な昇給がないと、その現場のモチベーションと

いうのはやっぱりサラリーマンってお金をもらって働くことなので、そういった適切な昇

給についても、もし何か努力されていることがあったら教えていただきたいなと思いまし

た。 

【大聖分科会長】  もちろん、昇給というのはあるわけですよね？ 

【江坂企画部長】  基本的には昇給に関しましては、国家公務員の制度に準じた取り扱

いを行って参りまして、法人だからといって不当な取り扱いを受けることはないような措

置を講じております。 

【大聖分科会長】  ほかにいかがでしょうか。 

【金森理事】  あと残業についての話がありましたけれども、私どもは、労働基準法の

適用を受けますので、残業についてはきちんとつけるという方針でやってございます。一
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部国の習慣でという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、基本的には、した残業は

全部つけろという指導をしてございます。 

【戸澤理事】  あと補足なんですけれども、さっきの話とも重なるんですけれども、基

本的にうちの職員はほとんど国との人事交流になっていますので、例えば国にいて、こち

らの法人に来て、例えば六、七年いて、また国に帰るというような、そういうローテーシ

ョンでやっていますので、基本はもう国の給与体系、そして、昇給の考え方というのがあ

るんですけれども、それも準じていると。それはなぜかというと、その六、七年たってま

た国に戻ったときに、いわゆる国のほうの体系にまた移るわけですね。そのときに円滑に

移れるように、だから、ある意味では両方うまく円滑に移れるように、基本的には国の人

事体系で、人事の昇給の考え方、ここら辺は準拠しているという。これもだから、民間で

はちょっとない、若干特殊性はあるんですけれども、そういうところはあります。ただ、

当然ながら、いわゆるモチベーションの関係でございますけれども、いわゆる特昇制度と

か、そういったものがございまして、それは国にもあるんですけれども、こちらも同じよ

うに、そういう成績の優秀な方というのは、やっぱりそういう特昇制度と。あるいは管理

職に登用する際に、当然日ごろの業務の評定といいますか、こういったものを通じて管理

職になれる方となれない方とか、そういう差は当然出てくるということでございます。 

【委員】  済みません。 

【大聖分科会長】  どうぞ。 

【委員】  知識がないんで、教えていただきたいというだけの話なんですけれども、９

ページ目の一番上の盗難車両対策への貢献というところで、何というか、車台番号の改ざ

んというもののごく一部が盗難車なんですね。そうすると、その車台番号の改ざんって、

その改ざんする人は何を目的に改ざんをするんですか。盗難車以外の車台番号の改ざんと

いうのを見つけて、どんな意味があるんでしょうか。 

【戸澤理事】  一つは盗難車なんですけれども、もう一つ、大きく分けると、いわゆる

不正改造と言われる、例えばエンジンの載せ換えみたいなことですね。それが車台番号を

見るとすぐ分かってしまいますので、それで、いわゆる車台番号の改ざんをして、あたか

も、そもそもその車に載っている型のエンジンだというふうに見せかけると。ただ、よく

よく見てみるとどうも字体が違うねということで調べてみると、エンジンが載せ換えてあ

ったというような、まあ、そういう不正改造の摘発を逃れることですね。 

【委員】  メーンは、そうすると、不正改造の発見で、その副産物というような感じで
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よろしいんですか。 

【戸澤理事】  いや、両方ですね。 

【委員】  両方なんですか。 

【戸澤理事】  両方だと思います。 

【委員】  ああ、そうですか。 

【戸澤理事】  はい。 

【大聖分科会長】  はい、いかがでしょうか。○○先生、よろしいですか。特に？ 

【委員】  ええ、特にありません。 

【大聖分科会長】  ○○さん、よろしゅうございますか。ご意見があれば伺いますけれ

ども、大丈夫ですか。 

【委員】  はい。 

【委員】  あ、済みません、１つ。 

【大聖分科会長】  はい、どうぞ。 

【臨時委員】  今その盗難車を発見したりというのはすごいスキルだと思ったんですね。

ちょっと現場で聞いたのも、例えばこれは日産のフォントだとか、そういうものを結構見

分けているというのはすごいことだと思って、これ、評価も私すごく高くしていいなと思

ったのと同時に、こういったスキルというのは、結構経験で培われるものなので、そうい

ったスキルの継承というのはどういったことをされているのか、あるいはちょっと現場レ

ベルではこんなことがありますというのがあったら、ぜひ継承していただきたい内容だな

と思ったので。 

【大聖分科会長】  これも、イタチごっこみたいなところがありますけれどね。 

【臨時委員】  あ、そうなんですか。 

【大聖分科会長】  ええ。よりそれらしくやるという技術もありますね。 

【江坂企画部長】  この車台番号の改ざんを発見した場合は、その発見した事務所にお

きまして、写真等を撮って、かつその概要について報告書をつくってもらって、それをイ

ントラネットに掲載して、全職員が即座にその確認ができるような体制にしています。そ

のようなことを情報共有することによりまして、各職員がレベル向上を図るという取り組

みをしているところでございます。 

【委員】  これ、全体の何％ぐらい発見しているという感じなんですか。 

【委員】  そこですよね。 
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【委員】  それはわからない？全くわからない？ 

【大聖分科会長】  こちらで通過した台数に対してということだと、ごくわずかですね。 

【戸澤理事】  検査自体が約７００万台ですので。 

【委員】  ７００万ね。 

【金森理事】  それの２００件ですからね。 

【大聖分科会長】  ７００万分の。 

【戸澤理事】  まあ、２００件で。ただ、これから漏れているやつがおそらく。すごく

精巧というか、巧妙にやられていますので、我々なんかが見ても、あれ、よくわかったな

というようなやつがもう本当に多いんですよね。だから、おそらく漏れているやつも当然

あると思います。が、成果としては、まあ、大体年間２００件です。 

【大聖分科会長】  あと、そういう車っていうのは、事故を起こしたときには保険がき

かないんですよね。適用されないですよね、確か。 

【戸澤理事】  当然そうなりますね、はい。 

【大聖分科会長】  だから、えらい社会的な問題にもなるわけです。 

【委員】  そうですね。これだけ発見されていて、抑止力にもなりますよね。と思うの

で。 

【戸澤理事】  おっしゃるとおりですね、はい。 

【委員】  うん、すごくいい取り組みだと思って。 

【大聖分科会長】  それを、ですから、アナウンスしたほうがいいんですかね。 

【委員】  難しい問題ですね。 

【江坂企画部長】  これまでにその筋の世界には相当広まっているんだろうと思います。 

【戸澤理事】  この件で言うと、我々知っている範囲ではやっぱり、多くの検査は、い

わゆる指定整備工場に入りますね。継続検査の７割強は指定整備ですから。 

【大聖分科会長】  はい、そうです、そっちへ行っちゃいますからね。 

【戸澤理事】  指定整備では、あんまりこういう事例はないんです。 

【大聖分科会長】  ないでしょうね。それはそうでしょうね。それはないでしょうね。 

【戸澤理事】  まあ、整備課が一番よくご存じだと思いますけれど、あんまりそういう

指摘というのは、こんな、我々のように毎年２００件程度こういうのは、コンスタントに

発見できるというような、そういう事案というのはあんまりちょっと聞いていないですね。

だから、そういうところが、我々法人の存在意義かなというふうに思っています。 
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【委員】  済みません。 

【大聖分科会長】  どうぞ。 

【委員】  ちょっと個々の話じゃなくて、いろいろ聞いて伺っていますと、今の車台番

号の改ざんとか、それから、事故の話とか、いろいろやっぱり全体でデータベースをいか

に構築していって、それを全部の車検場で共有化するということがかなり重要になってく

るかなと思うんですけれども、個々のことではなくて、そういう全体の情報の共有化へ向

けての何か準備みたいなものっていうのが、この中にちょっと出てこないような気がする

んですが、そこら辺はどういうふうにお考えでしょう？ 

【大聖分科会長】  統計的にあれですかね、何か全体をまとめて。 

【戸澤理事】  そうですね、個別の情報としては、さっき説明がありましたように、例

えば不正打刻が発見されたら、その当該事務所が写真を撮ったり、そして、いわゆる状況

ですね、そういったものの報告を本部に上げてもらって、それを全国の事務所、全職員が

見れるような形で展開するというようなことをやっています。あと、年間年間でどのくら

いの数があるのかというようなことも、当然内部には周知するようにしています。今後、

特にベテランの方というのはやっぱり、もうそれなりのノウハウを持っているんですね。

どちらかというとやはり経験の少ない方、入ってからまだ２年、３年ぐらいの人というの

は、そういう不正を発見するとかいうスキルというのはまだまだちょっと足りないんで、

そういう方のためのいわゆる教材といいますか、そこら辺を少し補強しようというような

計画はございます。その中で、どういう手口があるのかというようなとこら辺を事例とし

てうまく紹介できたらいいなというふうに思っていまして、今それの取り組みには入って

いるところです。 

【大聖分科会長】  いや、ですけれど、そういう人の勘に頼るというのはやっぱり限界

があると思いますので、そういう打刻のちょっとした違いなんかというのは、最近のあれ

ですと、やっぱり画像処理をうまく使うとか、いろんな方法でできそうな気がいたします

ね。イタチごっこになってくると思うんですよね、にせ札と同じで。 

【委員】  個々にそういう能力を磨くというのは非常に重要なんですけれど、それ以外

にやっぱりそういうノウハウが、何かもうちょっと人の負担をかけないでもすぐ発見でき

るような技術開発みたいなことを目指すと、そんな能力の高い人でなくても、ある機械を

使うと発見できるとか、そういうことにつながると思うんですね。ですから、これから人

も減らしたいと、どんどんされていくと思いますので、何かそういう人の技術はもちろん
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高める努力はしながら、もう一つは、人の負担を減らすための何か支援のデータベースと

か、あるいは認識するような画像の技術であるとか、何かそこら辺もちょっと応援になっ

たほうがいいかなという気がしました。 

【戸澤理事】  わかりました。 

【大聖分科会長】  ほかにいかがでしょうか。それから、もう一つは、インターネット

ですとか、ＰＣをいろいろ使って合理化しておられるわけですから、例えばインターネッ

トを利用しているユーザーの立場から見たときに、どういうふうに使っているかとか、そ

の利便性とか、あるいはアクセスの頻度とか、そんなものも統計的に蓄積されると、利便

性という評価にもつながってくるんじゃないかなと思うんですけれどね。サービスの向上

といいますかね。 

【戸澤理事】  はい、サービス向上という観点で、今後検討させていただきます。 

【大聖分科会長】  はい。それでは、大体ご意見が尽きたかなと思いますので、この辺

にさせていただきたいと思います。 

 それでは、委員の方々には、ただいまの平成２２年度と中期目標期間のそれぞれの業務

実績の評価をしていただきたいと思っております。もう既に記入を進めておられると思い

ますけれども、これまでの議論を踏まえて採点シートに記入していただいて、事務局のほ

うにご提出いただければと思います。両方ご記入いただきたいと思っております。その後

の評価の時間は、検査法人には退室をお願いしたいと思います。また、評価の審査終了後

に入室していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【平井整備課長補佐】  それでは、委員の皆様方には、評価シートのご記入及びご提出

をよろしくお願いします。検査法人の方には、申しわけございません、その間ご退室を。

ちょっと場所が離れておりますので、多分１５分以内に頑張ろうと思っておりますが、そ

の間は、委員の方々におかれましては、しばしご休憩をいただきたいと思っております。 

（検査法人退室） 

（集計中） 

【平井整備課長補佐】  済みません、大変時間がかかって恐縮です。集計の結果でござ

いますけれど、時間の都合で、コメントは今別刷りにしております。コメント欄には、事

前にいただいた○○先生のコメントだけございますので、今こちらにご在席の委員の方の

コメントは今別刷りで、とりあえず評価の記号と、その点数化のものだけ今お配りをして

おります。上のほうから順番に眺めながら、独法の自己評価と違う、異なっている、相違
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しているものを、今から、私のほうからご紹介いたしますので、大聖先生のほうで確認の

ご評定をいただきたいと思っております。 

 まず左の２２年度評価のほうを上から下にずっと流していきたいと思っております。 

【大聖分科会長】  はい、どうぞ。 

【平井整備課長補佐】  はい。上から３つ目の審査方法の改善の（ア）のところが、自

己評価Ｓでございますけれども、お一人様、Ａというところになっております。それぞれ、

そこだけ、どうしましょう？１つずつ？ 

【大聖分科会長】  はい、ちょっとご意見いただけると。 

【委員】  多分私が一番Ａの数が多いんだと思うんですけれども、ほかの独法の評価委

員会との関係で、家田委員長は、Ｓはむしろ禁止的だという、Ａで十分に業績が上がって

いるというので、それこそ目覚ましくて、もうめったにないぐらいがＳだということを非

常に強調されているんで、最終的にＳがあんまり多くなると、委員長が全体のところに行

って説明するのが大変になるなというのが、ほかの評価委員会との関係で懸念されるんで、

私は意図的にＡを多くつけたということですので。だから、これ多分、何か議論して決着

つけるという話じゃないから、一番評価の多いところにつけるとそういう話になるんだと

思うんですけれどもね。 

【大聖分科会長】  そうならざるを得ないかなと思いますけれども。ただ、そういうご

意見はちょっと私どもほかの委員としても受けとめたいなと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

【平井整備課長補佐】  一番簡単な見方としましては、平均評定というところに小数点

のコンマがついているところが、意見が分かれているところでございまして、今回は６名

中６名様方からそれぞれご評価をいただいておりますので、まあ、３.幾つになるか、８３

になっているものと６７になっているもの、８３の場合は、６名中お一人が、６７になっ

ているとお二人がという感じに分かれると思います。一番下の項目の３.５のものは半々に

なっているとこういう見方になろうかと思います。 

【大聖分科会長】  コメントは私あまり書かなかった。 

【委員】  私、何かメモぐらいのつもりでいっぱい書いちゃいました。 

【平井整備課長補佐】  それでは、分科会長、どのようにいたしましょう？逆に言えば、

３.６７というお二人の方と、４名の方に分かれるところを中心に、先ほどの。 

【大聖分科会長】  そうですね、よろしいでしょうか。３.８３ですと４対１ということ
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になりますので。 

【平井整備課長補佐】  あ、５対１ですね。 

【大聖分科会長】  ５対１ですよね。ですから、その下ということになると、４対２で

すか、その辺をちょっと注目して拾っていきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

そうすると、利用しやすい施設と業務運営のウですかね。 

【平井整備課長補佐】  ええ、上のほうにまず、上から７つ目に職員能力の向上という

ところがございます。ここは中期についても同じく３.６７で。 

【大聖分科会長】  いかがでしょうか。 

【委員】  これは僕がＡにしているやつ、もう１人は○○先生ですか。 

【委員】  はい。 

【大聖分科会長】  いかがでしょうかね？ 

【委員】  これは、私どもとすると、ま、頑張ってくれているんだろうけれども、ここ

でＳというのも、まあ、どうかなと、ある程度Ａで頑張ってくれているんで、もうちょい、

この辺は一番基本になるところなので、頑張ってほしい部分で、Ｓはちょっと出していな

いんですけれど。そうですね、たしかそうだね。 

【大聖分科会長】  ええ、そうですね。この評価というのは、なかなか数字で表現でき

ないんですよね。ただ、新しい技術が入ってきていて、それをうまく取り込んでやってい

るというところが、あとはリコール制度ですか、この辺の対応ということがあるんでしょ

うけれど、いかがでしょうかね？確かに年度の評価でいきますと、結構Ｓが１つだけで全

体でＳというのもありましてね。先行逃げ切りだったり、後の最後の追い込みレースで全

体がＳになっているのも確かに自己評価のほうではあるんですけれどね。 

【委員】  あ、そうか、そういうことか。 

【大聖分科会長】  ちょっといかがでしょうかね？ 

【平井整備課長補佐】  法人の申告では、２２年度は特に電気自動車や悪質クレーマー

等、新たな研修項目を追加したというところで、頑張っているぞと、こういう申告はござ

いましたけれど、今、先生のご意見のとおり、それで普通でしょうという意見も当然ある

わけでございまして。 

【委員】  いや、普通じゃなくて、Ａだというの。 

【大聖分科会長】  Ａは普通と。 

【平井整備課長補佐】  それでもＡでしょうということですね。 
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【大聖分科会長】  いかがでしょう？ 

【委員】  これ、仮に、何というか、いずれにしても、小数点がついているのを切り上

げでＳの評価だということなると、全体の評価Ｓになりますよね。 

【大聖分科会長】  そうです。 

【委員】  全体の評価Ｓになる独法って、多分ここだけになるんじゃないかと思うんで

すけれども。 

【委員】  これ、難しいのは、確かに新しいことはやっていますけれども、その成果が

書いていないんですね。それで、どれぐらいの努力をしたのかっていうのが、この文章だ

けだと見えない。 

【大聖分科会長】  数字として出るものならいいんですけれどね。確かに電気自動車と

か、新しい物が入ってきたときに、それに取り組むのは当然だと言えば当然なので、それ

は、何というか、こちらの法人の努力というよりは、外から新しく与えられたテーマをこ

なしていますというような感じはあるんですよね。 

【平井整備課長補佐】  同じ３.６７のほかの項目もございますけれど、中身によっては

当然Ａで妥当ですよねというところが全然あってしかりだと思いますので、はい。 

【大聖分科会長】  この点はどうでしょうかね？２２年度のほうを先にやっていきまし

ょう。 

【平井整備課長補佐】  はい。 

【大聖分科会長】  それと、あとは。 

【平井整備課長補佐】  あと、６７が続きますのが、１ページ目のどちらかというと下

段のほうにあります②の利用しやすい設備と業務運営の（ウ）受検者の要望の把握のとこ

ろが３.６７。それから、下から２つ目、盗難車両対策がやはり３.６７。一番逆に簡単な

のは、２ページ目の一番下の人事関係は、もう半々、３名様と３名様の３.５ですから、こ

こは逆に切り下げでＡと。 

【大聖分科会長】  そうですね。私もちょっと。それじゃ、私もＡというふうにさせて

いただきたいと思います。これ、迷ったんですけれどね。は 

【平井整備課長補佐】  ２ページ目は、そういう意味では、済みません、今２２年度を

やりながらと申し上げながら、今２ページをお開きいただいておりますので、右のほうに

目をやっていただいて、中期のほう、やはり２ページ目に３.５というのが、上から２行目

と、今の人事のところの、一番最後のところがございます。上から２つ目は何かと申しま
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すと、２０年１月から審査手数料の収納体制を整備しましたというところで、法人としま

しては、全く新しいお金をもらうということ、制度を構築して、それをちゃんとトラブル

なくやってきましたというようなお話があったと思いますけれど、それも考え方によって

は、当然評価はこのように分かれるのかなと思っています。 

【大聖分科会長】  これはちょっと私も、じゃあ、修正させていただきたいと思います

けれども、全体のほうですね。よろしいでしょうか。 

【平井整備課長補佐】  それでは、２ページ目の今の３.５という３カ所あらわれたとこ

ろはすべて切り下げのほうのＡということでよろしゅうございますか。 

【大聖分科会長】  はい。 

【平井整備課長補佐】  それでは、済みません、１ページに戻りまして、その３.６７、

８３というところをご議論いただければと思います。 

【大聖分科会長】  そうですね。３カ所ですか。 

【委員】  ２２年度は３カ所。 

【平井整備課長補佐】  そうですね。２２年度で言えば３カ所ですね、はい。 

【委員】  最初の職員能力は、私もＡにしようか、Ｓにしようか、随分迷ったんですけ

れども、まあ、Ａでもいいかなとは思います。 

【大聖分科会長】  そうですね。ちょっと、確かに新しいことをやっているということ

はあるんですけれども、それじゃ、私もちょっとそういうふうに、○○先生のほうにちょ

っと修正させていただいて、Ａということにさせていただきたいと思います。 

【平井整備課長補佐】  はい。それでは、２．の⑤の職員能力の向上につきましては、

３.６７でございますが、Ａということで、変更ということにいたします。はい。 

 続きまして、ちょうど下から３分の１ぐらい、②の利用しやすい施設と業務運営の中の

要望の把握というところです。ここは受検者アンケートで利用ニーズの把握に努めました

というところなんでございますけれども。 

【大聖分科会長】  そうですね、まあ、当たり前と言えば当たり前なんですが。 

【平井整備課長補佐】  特にことしはニーズというか、リスクマネジメント的な、何が

危ないと思っているというところをアンケートで把握して対策をとったと、そういうアウ

トプットがあるようなご説明ではありましたですね。 

【大聖分科会長】  いかがでしょうか。これ、ご意見ありますかね？ 

【委員】  これも、どれだけその本当の効果を上げているかというのが。 
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【大聖分科会長】  そうですね。ちょっと数字にはあらわれにくいですよね。 

【委員】  明示されていないんで、非常に難しい判断ですね。まあ、当たり前と言えば、

確かに当たり前です。 

【大聖分科会長】  ちょっと細かいですね、それと。把握がね。 

【委員】  じゃ、私、Ａに格下げをいたします。 

【大聖分科会長】  そうですか。それじゃ、Ａということでやらせていただきます。 

【平井整備課長補佐】  はい。それでは、かなり議論は活発でございましたけれど、下

から２つ目、盗難車両への対策への貢献ということで、例の不正打刻発見の話でございま

すけれども。 

【大聖分科会長】  これはいかがでしょうか。盗難車というよりも不正のあれですよね、

発見がこの程度あったということなんですけれどね。これも、第４コーナーで来たかなと

いう面もあるんですけれど。 

【平井整備課長補佐】  そうですね。これも年度のあれからいくと、Ａ３の紙では、ず

っとＡ、Ａ、Ａで来ていたのが、確かに４コーナーで急遽がんばったかなあと、そういう

お話だと思います。 

【大聖分科会長】  これは、２１年度と比べてやっぱり大きな差があると考えていいん

ですかね？ちょっと資料がありませんけれど。 

【平井整備課長補佐】  年度の数値は、私、法人は持っていると思いますけれど、まあ、

聞いたところによりますと、２２年度は７台にちょっとふえたから、Ｓが逆に、職員のた

めにも欲しいなという感想はあったと聞いておりますけれども、果たしてそれが、いや、

７にふえたということは、もともと、じゃ、５か６だったのかと、よくわかりませんけれ

ども、まあ、４年間で３２台ですから、年度でそう大きくは変わらないということですね。 

【大聖分科会長】  まあ、それはそうなんですけれどね。改ざんのほうも問題だと思う

んですよね。改ざんの摘発・発見というのがね。これも全体で８２６で、２２年度は１９

４ですからね。 

【委員】  大体２００ちょっとぐらいですね、平均すると。 

【大聖分科会長】  これは、今後も頑張ってもらいたいということも含めてちょっと、

Ｓということにさせていただけるとありがたいんですけれど、いかがでしょうかね？ 

【平井整備課長補佐】  よろしゅうございますか。 

【大聖分科会長】  はい。 
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【平井整備課長補佐】  はい。じゃ、そこは評定変わらずということで。 

【大聖分科会長】  はい。 

【平井整備課長補佐】  はい。それでは、右に移っていただきまして、やはり上のほう

ですが、先ほどＳからＡに落としました職員能力の向上と、そのもう一つ下の職員の意欲

向上についてが３.６７ということになっております。 

【大聖分科会長】  これはいかがでしょうかね？○○さんはどうですか、意欲向上。 

【委員】  能力向上に対しては、先ほど順当なことをやっているという評価にしてもい

いのかなと思うんですけれど、意欲向上は、きちんとやって当たり前という、意欲を向上

させにくい職場で、意欲向上に対しても、結構取り組みをちゃんとしているなという印象

だったんですね。なので、私、Ｓでいいと思ってしまったんですけれど。 

【平井整備課長補佐】  まず一つ上の職員の能力の向上のほうは、２２年度も、先ほど

の最終評定でＳからＡに落としました関係で、同じ３.６７でも、中期の表も同じＡに落と

すということでよろしいですね？ 

【大聖分科会長】  そうですね、よろしいです。 

【平井整備課長補佐】  そこはまず、その理解で。 

【大聖分科会長】  はい。そうですね、それから、ちょっと確かに、横目で見ますと、

横目というか、４年を通じてのあれを見ると、ちょっとＳというのは課題かなという気が

いたしますね。職員の意欲向上という点で考えますと。これはちょっとＡにしてはと思い

ますけれど、いかがでしょうか。 

【平井整備課長補佐】  じゃ、ここもＡということで。 

【大聖分科会長】  はい。 

【平井整備課長補佐】  あとは、やはり先ほどの。 

【大聖分科会長】  盗難車のところは。 

【平井整備課長補佐】  盗難車は、２２年度では、今、分科会長のご意見で、そのまま

のＳをつけると。 

【大聖分科会長】  はい、こちらもＳでやって、全体上で８百何件やっていますので。

いかがでしょうか。そんなところで。確認を。 

【平井整備課長補佐】  はい。それでは、再度確認をさせていただきます。まず左側の

２２年度自己申告結果と最終評定が相違したものだけ申し上げます。上から３分の１ぐら

いの職員能力向上の⑤のところがＳからＡです。 
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次に、下のほうから３分の１、受検者の要望の把握というところ、ウが、やはりＳから

Ａです。 

ページをめくっていただきまして、一番最後の人事に関する事項、これがＳからＡでご

ざいます。したがいまして、数としましては、その下のほうに項目数が書いてございます。

最初は３１項目あって、上からＢが１、Ａが１４、Ｓが１６、一番多く出てくる値はＳで

ございましたが、今後はＳが３つほど、１つランクダウンしましたので、逆にＡが３つふ

えて１７、Ｓが１３ということで、トータル３１は変わりませんが、一番多く出てくるの

がＡということで、２２年度の総合評定もＡという結果に相なります。 

続きまして、中期目標でございます。同じように、ＳからＡにランクが変わったもの、

先ほどと同じように職員能力の向上の部分と、すぐその下、⑥の職員の意欲向上、これが

それぞれＳからＡに落ちております。 

それから、２枚目の一番上から２番目、審査手数料の関係、ここもＳからＡになると。

それから、２２年度実績と同じように、一番最後の人事に関する評価、要するに４項目ほ

どＳからＡに変更がございます。これはトータル２６項目ありまして、自己評価ではＡが

１１、Ｓが１５でしたが、４つ変わっておりますので、Ａが１５になり、逆にＳが１１、

１１対１５がちょうど逆転をしたということになります。したがいまして、これも、最も

多く出ているものはＡということですので、年度評価の採点もＡと、こういう結果に相な

ってございます。事務局からは以上でございます。 

【大聖分科会長】  はい。いかがでしょうか。 

【平井整備課長補佐】  あと、この分科会として、残すべきコメントと申しますか、そ

の辺が何かございましたら。 

【大聖分科会長】  はい。いかがでしょうか。いろいろ書いていただいていますけれど

も。 

【委員】  済みません、私、メモ程度にたくさん書いてしまっているので、ごめんなさ

い、こういう、文字で活用していただくと思っていなくて、気づいたいいこととか、ここ

は今後に継承してほしいとかっていうのも細かく書いてしまっているので。 

【平井整備課長補佐】  あ、いいんです。これは採点のときの、本来は参考にすべきコ

メントでもあるわけですので。 

【委員】  あ、そうなんですね。あ、わかりました。 

【平井整備課長補佐】  この中で、本当に分科会として、これはきちんと意見具申とし
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てのコメントという、この中からまたご議論いただければいいなということでございます。 

【委員】  じゃ、参考程度に見てください。 

【大聖分科会長】  そうしましたら、これに関しては、ちょっと事務局のほうでまとめ

ていただいて、皆さんに回して、それで。 

【委員】  委員長一任でいいんじゃないの。言い出すと、きりがなくなっちゃうから。 

【平井整備課長補佐】  逆に採点する上でのコメントを書いていただいたというふうに

感じておりますけれど、本当にこの委員会としてこうだというところは、ちょっとまだ、

どこまでのものがあるかというのは、そこは逆に委員長のほうで。 

【大聖分科会長】  そうですね。はい、わかりました。 

【平井整備課長補佐】  お決めいただければと思います。 

【大聖分科会長】  はい。全体としては、よくやっておられると思うんですよね。 

 はい、それじゃあ。 

【平井整備課長補佐】  それでは、検査法人のほうの入室を許して、最終評定というこ

とでよろしゅうございましょうか。 

【大聖分科会長】  はい。ちょっと時間がオーバーしていますから。 

【平井整備課長補佐】  あ、済みません、こちらこそ、事務局が集計に手間取った関係

で、申しわけございません。 

【大聖分科会長】  我々、評価を頼まれることが多いんですけれど、評価する人間を評

価する仕組みがないんですよ。 

【委員】  また、評価の軸もないですしね、難しいですよね。（検査法人入室） 

【大聖分科会長】  それでは、よろしいですか。議案の第２と第３ですけれども、あわ

せて評価結果をお伝えしたいと思います。時間が限られておりますので、自己評価と異な

った項目に関してご説明させていただきたいと思います。 

 私のほうからですか。 

【平井整備課長補佐】  それでは、私のほうから。申しわけございません。 

【大聖分科会長】  よろしいですか。 

【平井整備課長補佐】  それでは、まず２２年度評価から参ります。１の国民に対して

提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置。

（１）厳選かつ公立・中立な審査業務の実施の中の⑤職員能力の向上、この項目でござい

ますが、検査法人さんの申告Ｓに対しまして、当分科会の評定はＡということにしており
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ます。少し飛びまして、（３）の受検者等の安全性、利便性の向上、②の利用しやすい施設

と業務運営の中の（ウ）受検者の要望の把握、この項目につきましても、検査法人さんの

事故評定Ｓを当分科会ではＡとしております。続きまして、一番最後の項目になりますが、

人事に関する事項につきまして、検査法人の自己評定Ｓについて、当分科会ではＡとして

おります。その他のものはすべて自己評価と同じ採点になっております。したがいまして、

全３１項目中Ｂが１、Ａが１７、Ｓが１３となりまして、最も数の多い２２年度総合評定

としてはＡという結果になっております。 

 続きまして、第２期中期期間中の評価でございます。先ほどの２２年度実績評価の結果

とほぼ同じではございますが、（１）の厳正かつ公立・中立な審査業務の実施の⑤の職員能

力の向上、これも、検査法人の自己評定Ｓに対し、当分科会ではＡ、それから、そのすぐ

下、⑥の職員の意欲向上につきましても、同じくＳからＡ。それから、これは２２年度の

評価では変更がございませんでしたけれども、大きな２番の業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき措置の（１）組織運営の中の審査手数料の収納体制の整備と

いう項目がございますが、これについては、検査法人さんの自己評定結果はＳに対して、

当分科会ではＡと。最後、４つ目になりますが、今申し上げました審査手数料の収納体制

の整備のところですね、４つ目は、２２年度のところと同じで、全く最後の人事に関する

事項について、これもＳからＡということで、４項目ほど変更がございます。中期期間の

評定につきましては、全２６項目のうち、Ａが１５、Ｓが１１ということで、数の多いＡ

ということになりますので、中期期間の総合評定についても、２２年度と同じくＡという

ことになります。事務局の評定結果は以上でございます。 

【大聖分科会長】  それでは、いかがでしょうか。何かご意見なり、ご質問があれば、

お伺いいたします。全体として非常に検査独立行政法人としてよくやっていただいている

という評価でございます。その一方で、ＡとＳに対する評価のあり方というのも、やはり

いろいろと分科会長として、少しシビアに見なくてはいけないというような委員長からの

ちょっとご指示も踏まえまして、このようにさせていただきました。ご理解、よろしくお

願いいたします。 

【平井整備課長補佐】  評定の結果は以上でございますが、特段この評定に付すに当た

ってのコメント等は、議論がまだ十分尽くせない部分もございましたので、大聖委員長預

かりと。こちら事務局等も含めて、ちょっとご相談をさせていただいて、取りまとめてい

ただきたいと思っておりますので、ご了承いただければと思っております。 
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 それでは、よろしければ、かなりちょっと時間も超過してまいりました。一部初めてこ

ちらの国交省のほうの会議室ということもございまして、事務局の不手際もございまして、

集計時間に大変時間がかかって申しわけございませんでした。まずは、先ほどお伝えしま

したような評定をいただいたことに感謝申し上げますとともに、お集まり皆様方に、どう

もお疲れさまでございましたと申し上げたいと思います。きょうは、本当にどうもありが

とうございました。本日の分科会の結果の取り扱いでございますが、運営規則にのっとり

まして、年度評価について、後日大聖分科会長様より、国交省の評価委員の家田委員長の

ほうに正式にご報告をいただき、ご了承いただいた後、評価委員会として確定するという

運びになっておりますので、ご紹介申し上げます。本日は本当に長時間かつ熱心なご審議

をいただきまして、どうもありがとうございました。 

【竹内理事長】  どうもありがとうございました。 

【平井整備課長補佐】  ありがとうございました。 

以上をもちまして、第１３回の分科会を終了させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 

── 了 ── 


